
は
じ
め
に

本
稿
は
、
戦
前
日
本
の
外
務
省
の
人
事
体
系
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
同
省
の
組
織
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
の
戦
前
日
本
外
交
史
研
究
は
、
日
米
開
戦
の
原
因
を
探
求
す
る
こ
と
を
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
軍
部
と
の
対
抗
関
係
の
な
か
で

外
務
省
を
一
つ
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
に
な
っ
て
外
務
省
の
自
律
性
に
注
目
し
、
同
省
を
内
在
的

に
分
析
す
る
視
点
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
具
体
的
に
は
外
務
省
そ
れ
自
体
の
組
織
学
的
分
析
や
外
交
官
固
有
の
外
交
理
念
の
分
析
と

い
っ
た
課
題
が
挙
げ
ら
れ
た

(

１)

。
こ
う
し
た
指
摘
を
受
け
て
以
来
、
と
く
に
後
者
の
分
析
が
進
め
ら
れ
、
外
務
省
内
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま

な
外
交
構
想
や
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
省
内
の
路
線
対
立
の
解
明
が
進
ん
だ
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
欧
米
派
と
ア
ジ
ア
派

の
対
立
や
、
満
洲
事
変
以
後
に
省
内
主
流
と
な
っ
た
ア
ジ
ア
派
に
対
す
る
革
新
派
の
挑
戦
、
さ
ら
に
は
連
盟
外
交
を
め
ぐ
る
本
省
と
欧
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一

論

説戦
前
日
本
外
務
省
の
人
事
と
組
織

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
の
方
法
を
手
が
か
り
に

矢

嶋

光



州
在
勤
の
外
交
官
た
ち
と
の
確
執
と
い
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
、
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
る
と
い
え
る

(

２)

。

一
方
、
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
外
務
省
の
組
織
学
的
分
析
に
つ
い
て
も
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
研
究
の
蓄
積
が
見

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
最
初
の
研
究
と
し
て
、
小
池
聖
一
氏
を
研
究
代
表
者
と
す
る

『

戦
前
期
日

本
外
務
省
の
組
織
・
人
事
・
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究』

(

二
〇
〇
一
年)

が
あ
る

(

３)

。
同
研
究
は
、
戦
前
日
本
の
外
務
省
組
織
の
変

遷
を
概
観
し
た
う
え
で
、
外
務
省
内
の
文
書
の
管
理
・
保
存
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
東
大
・
京
大
卒
と
非
東
大
・
京
大
卒
と

い
っ
た
学
歴
の
差
異
が
昇
進
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
討
す
る
こ
と
で
外
務
省
の
人
事
体
系
と
組
織
的
特
徴
の
一
端
を
解
明
し
た
。
ま
た
、

二
〇
〇
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
千
葉
功
氏
の

『

旧
外
交
の
形
成

(

４)』

や
二
〇
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
熊
本
史
雄
氏
の

『

大
戦
間
期
の
対
中
国

文
化
外
交

(

５)』

も
、
こ
の
課
題
を
問
題
意
識
の
な
か
に
含
ん
だ
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
千
葉
氏
は
、
そ
も
そ
も
外
務
省
が
ど
の
よ
う

に
自
律
性
を
獲
得
し
た
の
か
を
問
題
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
背
景
に
は
外
務
省
以
外
の
機
関
と
の
対
抗
関
係
と
と
も
に
試
験
任
用
制
度

の
導
入
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
外
交
官
の
特
別
官
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
熊
本
氏
は
、
外
務
省
文
書
の
管
理
・
保
存
の
実

態
を
さ
ら
に
追
究
し
、
史
料
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
省
内
の
各
部
局
間
の
関
係
性
や
組
織
的
対
応
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
戦
間
期
に
お

け
る

｢

対
支
文
化
事
業｣

の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
く
に
後
者
は
組
織
学
的
分
析
と
合
わ
せ
て
具
体
的
な
事
例
分
析
に
ま
で
踏
み

込
ん
だ
貴
重
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
で
も
な
お
外
務
省
の
組
織
学
的
分
析
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
実
際
、
組
織
に
と
っ
て
最

も
重
要
で
あ
る
人
事
に
つ
い
て
も
、
小
池
氏
ら
の
研
究
以
降
ほ
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
外
交
官
が
次
官

や
局
長
な
ど
の
幹
部
に
昇
進
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
基
本
的
な
事
実
す
ら
も
い
ま
だ
に
把
握
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
、
戦
前
の
外
交
官
の
人
事
履
歴
を
集
計
し
、
そ
こ
か
ら
彼
ら
の
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
を
分
析
す
る
こ
と
で
外
務
省
の
組
織
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
か
ら
組
織
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
は
、
行
政
学
に
お
け
る
官
僚
制
研
究
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
研
究
手
法
の
一
つ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
分
析
対
象
と
す
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る
省
庁
に
属
す
る
官
僚
の
人
事
歴
任
パ
タ
ー
ン
を
探
る
こ
と
で
省
庁
内
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
解
明
し
、
そ
こ
か
ら
当
該
省
庁
の
行
動
様

式
や
分
業
体
制
、
さ
ら
に
は
省
庁
内
部
の
派
閥
対
立
と
い
っ
た
組
織
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
用
い
た
研
究
は
、
と
く
に
戦
後
の
大
蔵
省
研
究
に
お
い
て
数
多
く
の
蓄
積
が
あ
る

(

６)

。
ま
た
、
戦
後
の
外
務
省
に

つ
い
て
も
、
こ
の
方
法
か
ら
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い
る

(

７)

。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
行
政
学
の
手
法
に
学
び
つ
つ
、
次
官
や
局
長
と
い
っ
た
幹
部
と
な
る
外
交
官
の
人
事
履
歴
に
一
定
の
パ
タ
ー
ン

が
見
い
だ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
見
い
だ
せ
な
い
の
か
、
ま
た
も
し
見
い
だ
せ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
っ
た

点
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
結
果
と
外
交
官
の
日
記
や
回
想
な
ど
と
を
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
外
務
省
の

人
事
の
仕
組
み
や
そ
の
運
用
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
行
政
学
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
の
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
本
稿
の
課
題
と
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る

(

一)

。
つ
づ
い
て
、
幹
部
と
な
る
外
交
官
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
し
て
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
外
務
省
の
人
事
の
仕
組
み
や
そ

の
運
用
に
つ
い
て
考
察
す
る

(

二)

。
最
後
に
本
稿
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
か
ら
導
か
れ
る
含
意
に
つ
い
て
述
べ
る

(

お
わ
り
に)

。

一

先
行
研
究
の
整
理
と
本
稿
の
課
題

(

１)

先
行
研
究
の
整
理

行
政
学
に
お
い
て
、
官
僚
の
人
事
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
な
か
で
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
か
ら
組
織
の
あ
り
よ

う
を
説
明
し
よ
う
と
最
初
に
試
み
た
の
は
、
真
渕
勝
氏
の
研
究
で
あ
る

(

８)
。
真
渕
氏
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
セ
ル
フ
の

｢

機
関
哲
学｣

の
概
念

(

９)

を
用
い
つ
つ
、｢

主
計
局
中
心
主
義｣

の
大
蔵
省
に
あ
っ
て
主
税
局
に
は
そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
政
策
目
標
と
そ
の
目
標
を
追
求
す

る
た
め
の
特
徴
的
な
行
動
様
式

(｢

機
関
哲
学｣)

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
同
じ
省
内
に
あ
っ
て
局
に
よ
っ
て
異
な
る

｢

機

論 説
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関
哲
学｣

が
形
成
さ
れ
る
理
由
を
同
省
の
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
主
税
局
長
と
主
計
局
長

を
務
め
た
官
僚
が
ど
の
局
で
課
長
職
を
経
験
し
た
の
か
を
数
え
あ
げ
、
主
税
局
長
経
験
者
が
主
税
局
や
国
税
庁
と
い
っ
た
税
制
系
の
課

長
職
を
数
多
く
経
験
す
る
の
に
対
し
て
、
主
計
局
長
経
験
者
は
税
制
系
の
課
長
職
を
ほ
と
ん
ど
経
験
す
る
こ
と
な
く
、
主
計
局
や
そ
の

ほ
か
の
局
の
課
長
職
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
主
税
局
と
主
計
局
と
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

｢

機
関
哲
学｣

を
形
成
す
る

原
因
を
そ
う
し
た
二
つ
の
局
を
横
断
す
る
こ
と
を
阻
む
人
事
の
仕
組
み
か
ら
説
明
し
た
。

こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
は
、
戦
時
か
ら
占
領
改
革
を
経
て
機
能
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
官
僚
制
が
日
本
国
憲
法
体
制
の
も
と

で
定
着
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
牧
原
出
氏
の
研
究
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
そ
の
な
か
で
牧
原
氏
は
、｢

官
僚
の
構
想
力
を

支
え
る
の
は
業
務
体
験
を
通
じ
た

『

執
務
知
識』

で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
業
務
体
験
の
蓄
積
過
程
は
人
事
異
動
を
経
る
官
僚
の
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
そ
の
も
の
で
あ
る｣

と
述
べ
、
戦
後
に
お
け
る
農
林
省
や
通
産
省
、
大
蔵
省
の
派
閥
対
立
を
人
的
関
係
か
ら
で
は
な
く
、
異
な

る
人
事
パ
タ
ー
ン
が
政
策
志
向
の
差
異
を
生
み
出
す
と
い
っ
た
構
造
か
ら
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
農
林
省

の

｢

物
動
派｣

と

｢

農
政
派｣

、
通
産
省
の

｢
国
際
派｣

と

｢

民
族
派｣

と
い
っ
た
対
立
は
、
戦
時
や
占
領
期
に
総
合
国
策
機
関
や
新

設
の
省
庁
に
出
向
し
た
り
、
大
臣
官
房
の
よ
う
な
横
割
り
の
局
に
勤
務
し
た
経
験
を
持
つ
官
僚
が
マ
ク
ロ
経
済
へ
の
視
野
を
養
う
の
に

対
し
て
、
省
庁
内
の
主
と
し
て
原
局
中
心
の
人
事
に
終
始
す
る
官
僚
は
政
策
対
象
と
な
る
業
界
の
保
護
育
成
を
政
策
目
標
と
し
が
ち
に

な
る
、
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
生
み
出
す
両
者
の
構
想
の
違
い
か
ら
説
明
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
最
も
際
立
っ
た
例
と
し
て

大
蔵
省
主
計
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
を
取
り
あ
げ
、
ど
の
局
で
課
長
職
を
経
験
し
た
か
を
数
え
あ
げ
て
、
主
計
局
の
み
で
課
長
職
を
経
験
し

た
グ
ル
ー
プ

(｢

原
局
型
官
僚｣)

と
主
計
局
で
は
ま
っ
た
く
経
験
せ
ず
に
大
臣
官
房
を
中
心
に
課
長
職
や
そ
れ
に
準
ず
る
職
を
経
験
し

た
グ
ル
ー
プ

(｢

官
房
型
官
僚｣)

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
前
者
が
査
定
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
予
算
編
成
を
お

こ
な
う
の
に
対
し
て
後
者
は
マ
ク
ロ
経
済
の
状
況
認
識
か
ら
予
算
編
成
を
主
導
す
る
と
い
う
行
動
様
式
の
違
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
示

し
た

(

�)

。
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こ
れ
ら
の
研
究
を
受
け
て
、
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
分
析
を
省
庁
全
体
に
ま
で
広
げ
、
そ
の
人

事
体
系
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
、
そ
し
て

構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
解
明
し
よ
う
と

し
た
の
が
竹
本
信
介
氏
や
驛
賢
太
郎
氏
の
研

究
で
あ
る

(

�)

。
と
く
に
驛
氏
は
、
真
渕
、
牧
原

両
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
大
蔵
省
内
の

相
互
に
関
連
の
強
い
政
策
群
と
そ
れ
ら
を
担

当
す
る
部
局
群
を

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣
、
同

省
内
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
パ
タ
ー
ン
を
｢
人

事
ユ
ニ
ッ
ト｣

と
定
義
し
た
う
え
で
、｢
政

策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と

｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

と
の

間
に
結
合
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
測
定
す

る
こ
と
で
組
織
の
あ
り
よ
う
を
説
明
し
よ
う

と
し
た

(

図
１
を
参
照)

。
具
体
的
に
は
、

大
蔵
省
の
各
局
を
政
策
別
に
大
き
く
財
政
と

金
融
に
分
け

(

理
財
局
は
こ
れ
を
横
断
す
る

と
さ
れ
る)

、
さ
ら
に
財
政
を
予
算

(

主
計

局)

と
税
制

(

主
税
局
・
国
税
庁)

に
、
金

論 説
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図１
驛 ｢官僚の専門性とキャリアパス｣ 52 頁の図をもとに作成｡
△が部局､ ○が ｢人事ユニット｣ を表す｡
A局のように一つの部局で ｢人事ユニット｣ が完結する場合には､ 官僚の専門性を
重視した人事の仕組みがとられていることを意味し､ B 局と C 局のように局を横
断する ｢人事ユニット｣ が見いだされる場合には､ 同じく官僚の専門性を重視した
人事の仕組みがとられており､ さらに B局と C局が一つの ｢政策ユニット｣ を形
成していることを意味する｡
一方､ もしすべての部局を横断するかたちで ｢人事ユニット｣ が見られる場合には､
官僚の専門性よりも組織管理能力を重視した人事の仕組みがとられていることを意
味する｡



融
を
国
内
金
融

(

銀
行
局
・
証
券
局)

と
国
際
金
融

(

国
際
金
融
局)

に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
四
つ
の

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
仮
定
し
、

各
局
の
局
長
経
験
者
が
こ
れ
ら
の

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
横
断
し
て
昇
進
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

の
な
か
で

昇
進
し
て
い
る
の
か
、
を
彼
ら
の
課
長
お
よ
び
課
長
補
佐
経
験
を
集
計
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

各
局
の
局
長
に
就
任
す
る
官
僚
は

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

ご
と
に
昇
進
を
重
ね
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
大
蔵
省
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
分

野
に
お
け
る
専
門
性
を
育
成
す
る
よ
う
な
人
事
体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
四
つ
の

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

の
長
の
う
ち

主
計
局
長
と
主
税
局
長
、
銀
行
局
長
の
三
つ
の
長
に
は
事
務
次
官
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と

(

残
さ
れ
た

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

の

長
で
あ
る
国
際
金
融
局
長
に
は
次
官
級
の
財
務
官
ポ
ス
ト
が
用
意
さ
れ
て
い
る)

、
そ
し
て
そ
の
と
き
ど
き
の
政
治
や
行
政
課
題
に
応

じ
て
そ
れ
ら
三
つ
の

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

の
長
か
ら
事
務
次
官
を
選
抜
す
る
仕
組
み
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
を
要
す
る
に
、
真
渕
氏
は
省
内
に
お
け
る
局
単
位
の
行
動
様
式
を
、
牧
原
氏
は
省
内
派
閥
と
政
策
対
立
の
関
係
を
、
驛
氏
は
省

内
の
分
業
体
制
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
る
。
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
は
官
僚
の
人
事
履
歴
を
集
計
し
て
そ
の
歴
任
パ
タ
ー
ン

を
探
る
と
い
う
一
見
す
る
と
単
純
な
方
法
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
省
庁
組
織
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
実
に
多
く
の
知
見
を
引
き
出
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
項
で
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
の
課
題
と
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。

(

２)

本
稿
の
課
題
と
方
法

｢

は
じ
め
に｣

で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
課
題
は
、
次
官
や
局
長
と
い
っ
た
幹
部
と
な
る
外
交
官
の
人
事
履
歴
に
一
定
の
パ
タ
ー

ン
が
見
い
だ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
見
い
だ
せ
な
い
の
か
、
ま
た
も
し
見
い
だ
せ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
で
あ
る
。

先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
こ
れ
を
簡
潔
に
い
え
ば
、
ど
の
よ
う
な｢

業
務
体
験
の
蓄
積
過
程｣

を
経
た
外
交
官
が
幹
部
に
昇
進
す
る
の
か
、

で
あ
る
。

こ
の
点
を
解
明
す
る
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
の
は
、
省
庁
全
体
の
人
事
体
系
を
分
析
し
た
竹
本
氏
や
驛
氏
の
研
究
で
あ
る
。
な
か
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で
も
、｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と

｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

の
二
つ
の
概
念
を
用
い
て
分
析
を
お
こ
な
っ
た
驛
氏
の
研
究
は
有
用
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
も
こ
の
二
つ
の
概
念
を
用
い
て
、
外
務
省
全
体
の
人
事
体
系
を
分
析
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
外
務
省
の
組
織
の
変
遷
を

簡
単
に
振
り
返
る
こ
と
で

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
仮
定
す
る

(

�)

。

外
務
省
の
設
置
は
一
八
六
九
年
八
月
の
職
員
令
に
ま
で
遡
る
が
、
近
代
国
家
と
し
て
の
そ
れ
が
確
立
す
る
の
は
一
八
七
三
年
一
月
に

太
政
官
制
の
も
と
で
外
務
省
事
務
章
程
と
外
務
省
規
則
が
定
め
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
以
後
も
内
閣
制
度
へ
の
移
行
も
あ
っ
て
度
々
組

織
の
改
編
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
一
八
九
三
年
一
〇
月
に
大
臣
官
房
と
政
務
局
、
通
商
局
の
二
局
体
制
を
基
本
と
す
る
体
制
が
整
っ
た
。

そ
の
後
、
第
一
次
大
戦
後
に
大
規
模
な
組
織
改
編
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
一
九
一
九
年
に
条
約
局
が
、
翌
二
〇
年
に
政
務
局
を
分
割
す

る
か
た
ち
で
亜
細
亜
局
と
欧
米
局
が
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
情
報
部
が
そ
れ
ぞ
れ
新
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
二
四
年
に
文
化
事
業
部

が
、
三
三
年
に
調
査
部
が
新
設
さ
れ
、
三
四
年
に
は
亜
細
亜
局
が
名
称
を
変
更
し
て
東
亜
局
と
な
り
、
欧
米
局
は
欧
亜
局
と
亜
米
利
加

局
に
分
か
れ
た
。

戦
時
に
入
る
と
改
編
は
組
織
の
縮
減
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
。
ま
ず
一
九
三
八
年
の
興
亜
院
設
置
に
と
も
な
っ
て
東
亜
局
と
文
化

事
業
部
の
機
能
が
縮
小
し
た
。
四
〇
年
に
南
洋
局
が
設
置
さ
れ
て
外
務
省
は
官
房
と
六
局
三
部
を
合
わ
せ
た
体
制
と
な
っ
た
が
、
同
年

末
に
は
情
報
部
と
文
化
事
業
部
が
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
情
報
局
と
東
亜
局
第
四
課
に
移
管
さ
れ
消
滅
し
た
。
さ
ら
に
四
二
年
に
は
大
東
亜
省

が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
東
亜
局
と
南
洋
局
の
機
能
が
完
全
に
奪
わ
れ
、
同
年
に
は
す
べ
て
の
地
域
局
を
統
合
し
て
政
務
局
を
置
く
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
同
時
に
調
査
部
は
局
に
昇
格
し
た
。
こ
う
し
て
従
来
か
ら
の
条
約
局
と
通
商
局
に
政
務
局
と
調
査
局
を
合
わ
せ

て
外
務
省
は
四
局
体
制
と
な
り
、
以
後
は
大
き
な
改
編
も
な
く
そ
の
ま
ま
敗
戦
を
迎
え
た

(

�)

。

以
上
が
外
務
省
の
設
置
か
ら
敗
戦
ま
で
の
組
織
変
遷
の
概
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
局
と
部
を｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と
し
て
次
の
よ
う
に
仮
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
九
年
以
前
は
政
務
局
と
通
商
局
の
二
局
と
し
、
そ
れ
以
後
は
改
編
の
度
に
新
設

さ
れ
た
局
を

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と
し
て
加
え
、
廃
止
さ
れ
た
部
局
は
そ
こ
か
ら
除
く
。
た
だ
し
、
設
置
期
間
が
二
年
に
満
た
な
い
南
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洋
局
は

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

に
は
加
え
な
い
。
ま
た
、
三
四
年
の
改
編
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
東
亜
局
と
欧
亜
局
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
亜
細
亜
局
と
欧
米
局
の
後
継
局
と
み
な
し
、
亜
米
利
加
局
の
み
を
新
設
の
局
と
す
る
。

次
に
、｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

に
関
す
る
外
交
官
の
人
事
履
歴
の
集
計
の
手
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
先
に
仮
定
し
た｢

政
策
ユ
ニ
ッ

ト｣

の
長
で
あ
る
各
部
局
長
就
任
者
を
列
挙
す
る
。
つ
づ
い
て
、
各
部
局
長
就
任
者
が
ど
の
局
で
課
長
以
上
、
お
よ
び
課
長
未
満
の
職

を
経
験
し
た
か
を
集
計
す
る
。
こ
こ
で
課
長
以
上
と
は
奏
任
官
の
な
か
で
課
長
職
を
持
つ
者
と
勅
任
事
務
官
と
し
、
課
長
未
満
と
は
課

長
職
を
持
た
な
い
奏
任
官
と
す
る
。
な
お
、
集
計
に
際
し
て
事
務
取
扱
や
心
得
、
兼
務
は
除
く
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
人
事
異
動
に
よ
っ

て
生
じ
る
間
隙
を
埋
め
る
た
め
の
ご
く
短
期
間
の
措
置
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、｢

業
務
体
験
の
蓄
積
過
程｣

と
し
て
み
な
す
に
は
不
適

当
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る

(

�)

。
ま
た
、
組
織
改
編
に
と
も
な
う
後
継
局
で
の
課
長
以
上
お
よ
び
課
長
未
満
の
職
の
経
験
に
つ
い
て

も
集
計
し
な
い
。
こ
れ
は

｢

業
務
体
験
の
蓄
積
過
程｣

と
し
て
同
一
の
も
の
と
み
な
す
の
が
適
当
で
あ
り
、
集
計
の
重
複
を
避
け
る
た

め
で
あ
る
。

さ
ら
に

｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

に
関
し
て
は
、
各
部
局
長
就
任
者
の
在
外
勤
務
の
履
歴
も
集
計
す
る
。
在
外
勤
務
も
本
省
勤
務
と
同
様

に
、
外
交
官
の

｢

業
務
体
験
の
蓄
積
過
程｣

と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
集
計
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
各
部
局
長
就

任
者
が
ど
の
国
や
地
域
で
在
外
勤
務
を
経
験
し
た
か
を
国
ご
と
に
集
計
す
る
。
そ
の
際
、
同
じ
国
や
地
域
に
継
続
し
て
勤
務
し
て
い
て

も
職
階
が
上
昇
し
た
場
合
に
は
別
の
も
の
と
し
て
集
計
す
る
。
こ
れ
は
長
期
に
わ
た
る
在
外
勤
務
を

｢

業
務
体
験
の
蓄
積
過
程｣

と
し

て
集
計
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
大
公
使
館
勤
務
と
領
事
館
勤
務
と
は
区
別
し
て
集
計
す

る
。
こ
れ
は
政
治
上
の
案
件
を
扱
う
大
公
使
館
と
通
商
及
び
経
済
上
の
案
件
を
扱
う
領
事
館
の
業
務
区
分
に
も
と
づ
き
、｢

業
務
体
験

の
蓄
積
過
程｣

が
異
な
る
と
み
な
す
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
在
外
勤
務
の
兼
勤
に
つ
い
て
は
、
大
公

使
館
と
領
事
館
の
両
者
を
横
断
す
る
兼
勤
の
場
合
は
別
の
も
の
と
し
て
集
計
す
る
一
方
で
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
同
一
の
も
の
と
し
て

集
計
す
る
。
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最
後
に
、
分
析
期
間
と
資
料
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
稿
で
は
、
一
八
八
六
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
間
を
分
析
す
る
。
分
析
の
起

点
を
一
八
八
六
年
に
設
定
す
る
の
は
、
前
年
に
導
入
さ
れ
た
内
閣
制
度
に
合
わ
せ
て
外
務
省
の
組
織
が
本
格
的
に
整
備
さ
れ
始
め
た
か

ら
で
あ
る
。
一
方
、
終
点
を
一
九
四
五
年
に
設
定
す
る
の
は
、
同
年
に
敗
戦
を
迎
え
た
外
務
省
が
外
交
活
動
か
ら
占
領
管
理
に
と
も
な

う
事
務
へ
と
そ
の
任
務
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

た
だ
し
、
分
析
に
際
し
て
、
一
八
九
四
年
以
前
に
入
省
し
た
外
交
官
と
そ
れ
以
後
に
入
省
し
た
外
交
官
と
を
分
け
て
検
討
す
る
場
合

が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
同
年
に
外
交
官
及
領
事
官
試
験
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
試
験
任
用
制
度
が
導
入
さ
れ
る
以
前
は
、

省
を
横
断
す
る
人
事
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
藩
閥
政
府
の
有
力
者
に
よ
る
情
実
人
事
が
横
行
し

て
い
た
こ
と
な
ど
必
ず
し
も
自
律
的
に
人
事
が
運
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
そ
れ
ゆ
え
試
験
任
用
制
度
の
導

入
以
前
に
お
い
て
は
、
外
的
な
要
因
が
外
交
官
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
影
響
を
与
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

資
料
と
し
て
は
、｢

外
交
彙
報
附
録
月
報｣

(

一
八
九
二
年
五
月
〜
一
八
九
三
年
一
二
月)

、｢

外
務
省
月
報｣

(

一
八
九
四
年
一
月
〜

一
九
二
一
年
九
月)

お
よ
び

｢

外
務
省
報｣

(
一
九
二
一
年
一
〇
月
〜
一
九
四
六
年
一
二
月)

を
用
い
て
、
外
交
官
の
人
事
履
歴
を
収

集
し
た

(

�)

。
こ
の
な
か
で
欠
号
が
あ
っ
た
場
合
に
は『
官
報』

で
情
報
を
補
っ
た
。
こ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
戦
前
期
官
僚
制
研
究
会
編
・

秦
郁
彦
著

『

戦
前
期
官
僚
制
の
制
度
・
組
織
・
人
事』

(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年)

や

『

日
本
外
交
史
辞
典』

新
版

(

山
川

出
版
社
、
一
九
九
二
年)

を
参
照
し
た
ほ
か
、
個
別
の
外
交
官
の
回
想
や
伝
記
を
参
照
し
た
。
そ
の
た
め
一
八
九
二
年
五
月
以
前
と
以

後
で
は
情
報
の
正
確
性
に
違
い
が
あ
る
。

次
節
で
は
、
以
上
の
方
法
に
も
と
づ
い
て
集
計
し
た
戦
前
の
外
交
官
の
人
事
履
歴
を
も
と
に
し
て
実
際
に
分
析
を
お
こ
な
う
。
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二

戦
前
日
本
外
務
省
の
人
事
体
系
と
そ
の
特
徴

本
節
で
は
、
前
節
の
方
法
に
も
と
づ
い
て
集
計
し
た
人
事
履
歴
を
も
と
に
外
交
官
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
。
は
じ
め
に
大
臣

就
任
者
と
次
官
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
特
徴
を
分
析
し
、
外
務
省
全
体
の
人
事
体
系
を
概
観
す
る
。
つ
づ
い
て｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

の
長
で
あ
る
各
部
局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
特
徴
を
分
析
し
、
外
務
省
の
人
事
体
系
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を

よ
り
深
く
考
察
す
る
。
と
く
に
各
部
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
に
留
意
し
な
が
ら
そ
の
特
徴
を
分
析
す
る
。
第

一
に
、
幹
部
へ
の
昇
進
過
程
が

｢
政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

の
な
か
で
生
じ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
横
断
し
て
生
じ

て
い
る
の
か
、
横
断
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
仕
方
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
留
意
す
る
。
第
二
に
、｢

政

策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と
在
外
勤
務
地
や
業
務
区
分
と
の
間
に
関
連
性
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
と
い
っ
た
点
に
留
意
す
る
。

(

１)

大
臣
・
次
官
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
外
務
省
の
人
事
体
系

こ
こ
で
は
外
務
大
臣
就
任
者
と
外
務
次
官
就
任
者
の
人
事
履
歴
を
も
と
に
外
務
省
全
体
の
人
事
体
系
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま

ず
稿
末
に
掲
載
し
た
表
１
を
見
る
。
こ
れ
は
戦
前
の
外
務
大
臣
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
外
交
官
出
身
者
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
気
づ
く
こ
と
は
、
時
期
を
問
わ
ず
か
な
り
の
程
度
で
外
交
官
出
身
者
が
外
務
大
臣
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
外
務
大
臣
就
任
者
に
占
め
る
外
交
官
出
身
者
は
六
四
・
八
％

(

三
五
／
五
四)

で
、
榎
本
武
揚
や
牧
野
伸
顕
を
外
交
官
出
身
者
の
な

か
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
解
釈
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
首
相
な
ど
に
よ
る
一
時
的
な
兼
任
を
除
け
ば
そ
の
割
合
は
さ
ら
に
高
く
な

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、｢

官
僚
と
し
て
の
頂
点
は
普
通
各
省
の
次
官
だ
し
、
貴
族
院
の
勅
選
議
員
に
な
れ
ば
ひ
と
か
ど
の
成
功
と
い
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う
の
が
戦
前
の
相
場
だ
っ
た

(

�)｣

と
い
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
特
徴
は
外
務
省
が
他
省
と
比
べ
て
自
律
性
の
高
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る

(

�)

。

次
に
外
交
官
出
身
の
外
務
大
臣
就
任
者
の
本
省
部
局
長
経
験
の
特
徴
を
見
て
み
る

(

表
２)

。
大
臣
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
次
官

経
験
者
の
割
合
は
五
〇
・
〇
％

(

一
七
／
三
四)

で
最
も
高
く
、
次
い
で
政
務
局
長
経
験
者
、
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
経
験
者
、
欧
米
／

欧
亜
局
長
経
験
者
、
通
商
局
長
経
験
者
と
つ
づ
く
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
亜
細
亜
／
東
亜
局
と
欧
米
／
欧
亜
局
は
政
務
局
を
分
割

し
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
局
は
政
務
局
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
政
務
局
と
こ
の
両
局
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
大

臣
就
任
者
に
占
め
る
そ
の
割
合
は
五
五
・
八
％

(

一
九
／
三
四)

と
な
る
。
そ
の
ほ
か
の
特
徴
と
し
て
は
、
政
務
局
長
経
験
者
や
亜
細

亜
／
東
亜
局
長
経
験
者
、
欧
米
／
欧
亜
局
長
経
験
者
は
次
官
を
経
ず
に
大
臣
に
就
任
す
る
こ
と
も
あ
る
一
方
で
、
ほ
か
の
部
局
長
経
験

者
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
一
八
九
四
年
以
前
に
入
省
し
た
外
交
官
と
そ
れ
以
後
に
入
省
し
た
外
交
官
と
に
分
け
て
観
察
し
た
場
合
も

同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
場
合
に
は
大
臣
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
次
官
経
験
者
の
割
合
は
五
〇
・
〇
％

(

一
〇
／
二
〇)

で
、
政
務
局
長
経
験
者
の
割
合
は
四
五
・
〇
％

(
九
／
二
〇)

と
な
り
、
後
者
の
場
合
に
は
大
臣
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
次
官
経
験

者
の
割
合
は
五
〇
・
〇
％

(

七
／
一
四)

で
、
次
い
で
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
が
三
七
・
七
％

(

五
／
一
四)

、
欧
米
／
欧
亜
局
長
が
二

八
・
五
％

(

四
／
一
四)

と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
は
外
交
官
の
回
想
や
伝
記
を
も
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
政
務
局
中
心
主
義
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
ま
た
、
政
務
局

を
分
割
す
る
か
た
ち
で
新
設
さ
れ
た
地
域
局
が
引
き
つ
づ
き
省
内
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
、
と
く
に
亜
細
亜
／
東
亜
局
が
筆
頭
局
と

し
て
の
地
位
を
築
い
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
特
徴
は
次
官
就
任
者
の
本
省
部
局
長
経
験
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る

(

表
３)

。
次
官
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る

政
務
局
長
と
地
域
局
長
経
験
者
の
合
計
の
割
合
は
三
三
・
三
％

(

一
一
／
三
三)
と
最
も
高
く
、
次
い
で
通
商
局
長
経
験
者
二
四
・
二
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％
(

八
／
三
三)

と
な
っ
て
い
る
。
通
商
局
長
経
験
者
の
う
ち
直
接
次
官
に
昇
進
し
て
い
る
の
は
五
名

(

原
敬
・
浅
田
徳
則
・
石
井
菊

次
郎
・
田
中
都
吉
・
永
井
松
三)

で
、
残
り
の
三
名

(

内
田
康
哉
・
埴
原
正
直
・
山
本
熊
一)

は
政
務
局
長
や
地
域
局
長
を
経
て
次
官

に
昇
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
官
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
地
域
局
長
経
験
者
の
内
訳
は
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
経
験
者
が
四
名
、
欧
米

／
欧
亜
局
長
経
験
者
が
二
名
、
亜
米
利
加
局
長
が
一
名
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
本
省
の
部
局
長
を
ま
っ
た
く
経
験
し
て
い
な
い
次
官
就
任
者
の
割
合
も
三
三
・
三
％

(

一
一
／
三
三)

と
高
く
、
注
目
さ
れ

る

(

�)

。
こ
う
し
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、
官
僚
機
構
が
未
整
備
の
時
期
を
含
む
た
め
、
省
内
組
織
が
固
ま
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
省
庁
を
横
断
す
る
人
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
林
董
は
榎
本

と
の
関
係
か
ら
い
っ
た
ん
逓
信
省
に
出
て
、
そ
こ
で
局
長
を
務
め
た
の
ち
に
外
務
省
に
復
し
て
い
る
し
、
都
筑
馨
六
も
井
上
馨
と
の
関

係
か
ら
内
務
省
な
ど
で
局
長
を
務
め
た
の
ち
に
再
び
外
務
省
に
復
帰
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
も
井
上
と
の
関
係
か
ら
農
商
務
省
に
出
た

の
ち
、
陸
奥
宗
光
に
し
た
が
っ
て
外
務
省
に
復
帰
し
て
い
る
ほ
か
、
内
田
も
陸
奥
と
の
関
係
か
ら
外
務
省
と
農
商
務
省
を
往
来
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
官
僚
機
構
が
未
整
備
の
時
期
に
は
、
藩
閥
政
府
の
有
力
者
に
し
た
が
っ
て
省
庁
を
横
断
し
な
が
ら
経
歴
を
積
み
上

げ
て
い
く
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
一
八
九
四
年
以
後
に
入
省
し
た
外
交
官
に
限
っ
た
場
合
で
も
、
本
省
の
部
局
長
を
ま
っ
た
く
経
験
し
て
い
な
い
次
官
就

任
者
の
割
合
は
二
六
・
三
％

(

五
／
一
九)

と
比
較
的
高
い
。
そ
こ
で
こ
の
理
由
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
は
、
次
官
就
任
者

の
な
か
に
占
め
る
課
長
経
験
で
あ
る

(

表
４)

。
こ
の
表
か
ら
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
特
徴
と
は
異
な
る
傾
向
が
見
い
だ
せ
る
。
す

な
わ
ち
、
次
官
へ
の
昇
進
に
際
し
て
大
臣
官
房
で
の
課
長
経
験
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
官
就
任
者

に
占
め
る
大
臣
官
房
で
の
課
長
経
験
者
の
割
合
は
三
〇
・
三
％

(

一
〇
／
三
三)

で
、
次
官
就
任
者
の
課
長
歴
任
数
に
占
め
る
大
臣
官

房
で
の
課
長
歴
任
率
は
三
五
・
七
％

(

一
〇
／
二
八)

で
あ
る
。
大
臣
や
次
官
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
割
合
が
高
か
っ
た
政
務
局
や

そ
の
後
継
で
あ
る
地
域
局
で
課
長
を
経
験
し
た
者
の
割
合
は
、
す
べ
て
合
わ
せ
て
も
一
二
・
一
％

(

四
／
三
三)

で
、
歴
任
率
で
も
二
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一
・
四
％

(

六
／
二
八)

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
大
臣
官
房
で
の
そ
れ
を
下
ま
わ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
一
八
九
四
年
以
後
に
入
省
し
た
外

交
官
に
限
っ
た
場
合
で
も
変
わ
ら
な
い
。

こ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
理
由
は
、
大
臣
官
房
で
の
課
長
経
験
が
内
田

(

庶
務
課
長)

と
松
本
俊
一

(

人
事
課
長)

の
二
名
を
除

け
ば
、
す
べ
て
電
信
課
長
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
電
信
課
の
職
掌
は

｢

省
中
よ
り
発
送
し
及
省
中
に
接
受
す
る

一
切
の
電
信
を
取
扱
ふ｣

こ
と
で
あ
り
、
な
か
で
も

｢

暗
号
電
信
の
往
復
は
課
長
自
ら
之
を
取
扱
ふ
へ
し｣

と
な
っ
て
お
り

(

�)

、
電
信
課

長
は
外
交
全
体
を
把
握
す
る
重
要
な
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
幣
原
喜
重
郎
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
電
信
課
長
は

｢

政

策
以
外
の
事
務
的
の
仕
事
や
調
査
研
究
事
項
に
就
い
て
は
、
大
臣
次
官
等
の
ブ
レ
ー
ン
で
も
あ
っ
た｣

と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に

同
課
長
ポ
ス
ト
は

｢

第
一
に
大
臣
、
次
官
、
局
長
等
の
間
に
絶
対
の
信
頼
の
あ
る
優
秀
な
人
材
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
上
に
、
第
二
に
英

文
が
特
に
達
者
で
且
つ
法
律
、
調
査
等
の
事
務
的
特
殊
能
力
が
な
け
れ
ば
勤
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
詮
衡
は
常
に
各
方
面
か
ら

重
要
視
さ
れ｣

る

｢

省
内
に
於
い
て
も
相
当
枢
要
且
有
力
な
地
位｣

を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
電
信
課
長
は
あ
る
特
定
の
地
域
や
業
務
を
専
門
的
に
と
り
扱
う
と
い
う
よ
り
は
、
外
交
全
体
を
把
握
し
、
大
臣
や
次

官
を
補
佐
し
て
省
内
の
と
り
ま
と
め
を
お
こ
な
う
役
割
を
担
っ
た
。
こ
れ
は
省
内
の
最
高
幹
部
と
し
て
外
交
全
体
を
統
括
す
る
次
官
の

役
割
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
電
信
課
長
は
次
官
に
昇
進
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
身
に
つ
け
る
ポ
ス
ト
と
し

て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。
な
お
、
一
八
九
四
年
以
後
に
入
省
し
た
次
官
就
任
者
の
な
か
で
本
省
部
局
長
と

電
信
課
長
の
い
ず
れ
の
経
験
も
な
い
の
は
、
吉
田
茂
と
重
光
葵
、
大
橋
忠
一
の
三
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
吉
田
は
自
薦
、
大
橋
は
松
岡

人
事
に
よ
る
抜
擢
で
あ
り
、
大
橋
は
の
ち
に
自
身
の
経
歴
で
は｢
本
来
言
う
と
次
官
に
な
る
の
は
無
理｣

で
あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る

(

�)

。

最
後
に
、
在
外
勤
務
に
つ
い
て
の
特
徴
を
見
る
。
ま
ず
は
大
臣
就
任
者
の
大
公
使
経
験
か
ら
で
あ
る

(

表
５)

。
大
臣
就
任
者
に
占

め
る
大
公
使
経
験
の
割
合
が
最
も
高
い
の
は
、
露
国
三
八
・
二
％

(

一
三
／
三
四)

で
、
次
い
で
中
国
三
五
・
二
％

(

一
二
／
三
四)

、

英
国
二
九
・
四
％

(

一
〇
／
三
四)

、
米
国
二
三
・
五
％

(

八
／
三
四)

と
な
っ
て
い
る
。
一
八
九
四
年
以
後
に
入
省
し
た
大
臣
就
任
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者
に
限
っ
た
場
合
の
そ
れ
は
、
露
国
と
中
国
で
と
も
に
三
五
・
七
％

(

五
／
一
四)

で
あ
る
一
方
、
英
国
と
米
国
は
そ
れ
ぞ
れ
七
・
一

％
(

一
／
一
四)

と
一
四
・
二
％

(

二
／
一
四)

に
ま
で
低
下
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
一
九
三
〇
年
頃
を
境
に
し
て
英
米
勤
務
が
省
内
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
断
定
で
き
な

い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
臣
就
任
者
の
在
外
勤
務
経
験
か
ら
判
明
す
る

(

表
６)

。
と
い
う
の
も
、
大
臣
就
任
者
の
勤
務
国
別
歴

任
率
を
高
い
順
に
並
べ
る
と
、
中
国

(

満
洲
を
含
む)

二
八
・
一
％

(

六
〇
／
二
一
三)

、
英
国
一
七
・
三
％

(

三
七
／
二
一
三)

、
米

国
一
四
・
〇
％

(
三
〇
／
二
一
三)

、
露
国
の
七
・
九
％

(

一
七
／
二
一
三)

と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
八
九
四
年
以
後
に
入

省
し
た
大
臣
就
任
者
の
そ
れ
は
、
中
国
二
八
・
五
％

(

三
六
／
一
二
六)

、
英
国
一
五
・
〇
％

(

一
九
／
一
二
六)

、
米
国
一
四
・
二
％

(

一
八
／
一
二
六)

、
露
国
七
・
一
％

(

九
／
一
二
六)

と
な
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
大
臣
就
任
者
の
在
外
勤
務
の
傾
向
は
、
次
官
就
任
者
の
勤
務
国
別
歴
任
率
か
ら
も
見
て
と
れ
る

(

表
７)

。
具
体
的
に
は
、

次
官
就
任
者
の
勤
務
国
別
歴
任
率
は
高
い
順
に
、
中
国

(

満
洲
を
含
む)

二
六
・
三
％

(

五
二
／
一
九
七)

、
米
国
一
九
・
二
％

(

三

八
／
一
九
七)

、
英
国
一
三
・
七
％

(

二
七
／
一
九
七)

、
露
国
三
・
五
％

(

七
／
一
九
七)

と
な
っ
て
お
り
、
一
八
九
四
年
以
後
に
入

省
し
た
次
官
就
任
者
の
そ
れ
は
、
中
国

(

満
洲
を
含
む)

二
七
・
二
％

(

四
二
／
一
五
四)

、
米
国
一
八
・
八
％

(

二
九
／
一
五
四)

、

英
国
一
四
／
九
％

(

二
三
／
一
五
四)

、
露
国
三
・
八
％

(

六
／
一
五
四)

と
ほ
ぼ
同
様
で
、
大
臣
就
任
者
の
勤
務
国
歴
任
率
と
近
似

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
い
わ
ゆ
る
欧
米
勤
務
と
ア
ジ
ア
勤
務
と
い
っ
た
地
域
別
の
区
分
で
見
る
と
、
大
臣
就
任
者
に
お
け
る
両
者
の
割
合
は
、
欧
米

勤
務
が
六
四
・
七
％

(

一
三
八
／
二
一
三)

に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
勤
務
は
三
五
・
二
％

(

七
五
／
二
一
三)

と
な
っ
て
お
り
、
次
官
就

任
者
に
お
け
る
そ
れ
は
、
欧
米
勤
務
が
六
三
・
四
％

(

一
二
五
／
一
九
七)
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
勤
務
は
三
四
・
〇
％

(

六
七
／
一
九

七)

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
一
八
九
四
年
以
後
に
入
省
し
た
外
交
官
に
限
定
し
て
観
察
し
た
場
合
、
大
臣
就
任
者
に
お
け
る
両
者
の

割
合
は
欧
米
勤
務
六
五
・
八
％

(

八
三
／
一
二
六)

、
ア
ジ
ア
勤
務
三
四
・
二
％

(
四
三
／
一
二
六)

、
次
官
就
任
者
の
そ
れ
は
欧
米
勤
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務
六
四
・
九
％

(

一
〇
〇
／
一
五
四)

、
ア
ジ
ア
勤
務
三
二
・
四
％

(

五
〇
／
一
五
四)

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
大
臣
就
任
者

と
次
官
就
任
者
の
在
外
勤
務
経
験
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
時
期
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
大
臣
や
次
官
に
就
任
す
る
外
交
官
の
在
外
勤
務
経
験
に
つ
い
て
は
、
欧
州
・
米
国
・
中
国
の
三
つ
の
地
域
の
な

か
で
極
端
な
偏
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
し
か
に
、
吉
田
が
回
想
す
る
よ
う
に
、
欧
米
勤
務
が

｢

外
務
省
の
出
世

街
道｣

で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い

(

�)

。
だ
が
一
方
で
、
吉
沢
清
次
郎
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
外
務
省
革
新
同
志
会
に
よ
る

運
動
も
あ
っ
て
省
内
で
も｢

支
那
勤
務
を
バ
カ
に
し
ち
ゃ
い
け
な
い｣

と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

(

�)

。

実
際
、
同
会
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
重
光
は
条
約
局
第
一
課
長
か
ら
在
外
勤
務
に
転
じ
る
際
に
天
津
総
領
事
へ
の
転
出
を
希
望

し
て
出
淵
勝
次
亜
細
亜
局
長
に
働
き
か
け
て
い
る
し

(

�)

、
吉
沢
自
身
も
欧
米
局
第
二
課
事
務
官
か
ら
在
外
勤
務
に
転
じ
る
際
に
自
ら

｢

支

那
に
勤
務
し
た
い｣

と
広
田
弘
毅
欧
米
局
長
に
申
し
出
た
と
い
い
、
済
南
領
事
に
転
出
し
て
い
る

(

�)

。
こ
の
ほ
か
、
田
尻
愛
義
の
よ
う
に

在
外
研
究
員

(

英
国
留
学)

か
ら
官
補
に
任
官
し
た
際
に
、
当
時
の
格
付
け
で
い
え
ば
最
上
位
に
当
た
る
英
国
大
使
館
勤
務
を
蹴
っ
て

中
国
勤
務
を
希
望
し
た
例
も
あ
る

(

�)

。
重
光
、
吉
沢
、
田
尻
は
い
ず
れ
も
大
臣
、
あ
る
い
は
次
官
や
局
長
と
い
っ
た
本
省
幹
部
に
ま
で
昇

進
し
た
外
交
官
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
本
省
幹
部
に
ま
で
昇
進
し
た
外
交
官
の
な
か
で
中
国
勤
務
の
経
験
が
な
い
ほ
う
が
例
外
で
あ
る
。
大
臣
就
任
者
で
一
度
も

中
国
勤
務
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
の
は
幣
原
、
次
官
就
任
者
で
は
幣
原
と
永
井
の
二
人
だ
け
し
か
い
な
い
。
つ
ま
り
、
幣
原
ら
が
例

外
で
あ
っ
て
、
大
臣
に
就
任
し
た
り
、
次
官
の
よ
う
な
最
高
幹
部
に
昇
進
す
る
外
交
官
に
と
っ
て
中
国
勤
務
は
経
験
す
べ
き
キ
ャ
リ
ア

パ
ス
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
外
務
省
全
体
の
人
事
体
系
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
本
省
勤
務
に
つ
い
て
、
一
九
一
九
年
以
前
の

二
局
体
制
の
も
と
で
の
中
心
は
政
務
局
で
あ
り
、
政
務
局
長
か
ら
次
官
や
大
臣
へ
と
昇
進
す
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
た
。
一
九
二
〇
年
に
政
務
局
を
分
割
す
る
か
た
ち
で
地
域
局
が
新
設
さ
れ
て
以
後
は
、
そ
の
地
位
は
地
域
局
に
継
承
さ
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れ
、
な
か
で
も
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
が
有
力
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
確
認
し
た
。

新
た
に
判
明
し
た
こ
と
と
し
て
は
、
次
官
へ
の
昇
進
に
際
し
て
大
臣
官
房
で
の
課
長
経
験
、
と
り
わ
け
電
信
課
長
の
経
験
が
重
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
基
本
的
に
は
す
べ
て
の
外
交
電
信
の
接
受
と
発
送
を
取
り
扱
い
、
大
臣
や
次
官
を
補
佐
し

て
省
内
の
と
り
ま
と
め
を
お
こ
な
う
電
信
課
長
の
業
務
が
省
内
の
最
高
幹
部
と
し
て
外
交
全
体
を
統
括
す
る
役
割
を
担
う
次
官
の
そ
れ

に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
課
長
は
次
官
に
昇
進
す
る
に
当
た
っ
て
経
験
す
べ
き
ポ
ス
ト
と
し
て
重

視
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
た
。

次
に
在
外
勤
務
に
つ
い
て
、
大
臣
就
任
者
の
大
公
使
経
験
は
、
時
期
よ
っ
て
変
化
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
一
九
三

〇
年
頃
を
境
に
し
て
そ
れ
以
前
は
英
米
の
大
公
使
経
験
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
後
は
中
露
で
の
大
公
使
経
験
が
多
く
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
在
外
勤
務
経
験
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
大
臣
就
任
者
の
在
外
勤
務
経
験
に
時
期
に
よ
る
変
化
は
な
か
っ
た
。

全
期
間
を
通
じ
て
、
英
・
米
・
中
・
露
の
四
カ
国
の
勤
務
比
率
は
お
よ
そ
二：

二：

三：

一
と
な
っ
て
お
り
、
次
官
就
任
者
の
そ
れ
も

ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
大
臣
就
任
者
や
次
官
就
任
者
の
欧
米
勤
務
と
ア
ジ
ア
勤
務
の
割
合
は
お
よ
そ
二：

一
と
な
っ
て
お
り
、
ア
ジ
ア
勤
務
の
な
か

で
も
中
国
勤
務
が
大
半
を
占
め
た
。
彼
ら
の
な
か
で
ま
っ
た
く
中
国
勤
務
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
者
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
欧
米
勤

務
と
同
様
に
ア
ジ
ア
勤
務
、
と
く
に
中
国
勤
務
は
本
省
幹
部
へ
の
昇
進
に
際
し
て
重
要
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

(

２)

局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
外
務
省
の
人
事
体
系

こ
こ
か
ら
は
局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
。
局
長
に
つ
い
て
は
地
域
局
と
機
能
局
に
分
け
た
う
え
で
、
各
局
の
局
長

就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
。
地
域
局
は
亜
細
亜
／
東
亜
局
と
欧
米
／
欧
亜
局
、
亜
米
利
加
局
の
三
局
に
政
務
局
を
加
え
た
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四
局
と
し
、
機
能
局
は
通
商
局
と
条
約
局
、
情
報
部
、
文
化
事
業
部
、
調
査
部
／
局
の
五
部
局
と
す
る
。
政
務
局
を
地
域
局
の
な
か
に

含
め
る
の
は
、
政
務
局
が
地
域
局
の
先
行
局
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。

地
域
局
長

は
じ
め
に
政
務
局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
初
代
局
長
の
栗
野
慎
一
郎
か
ら
芳
沢
謙
吉
ま
で

を
分
析
対
象
と
す
る
。
一
九
四
二
年
に
再
設
置
さ
れ
て
以
後
の
事
例
を
加
え
る
と
、
そ
れ
以
前
と
の
間
隔
が
広
く
分
析
に
適
さ
な
い
と

考
え
る
た
め
で
あ
る
。

ま
ず
政
務
局
長
就
任
者
の
本
省
勤
務
経
験
か
ら
見
て
い
く

(

表
８)

。
政
務
局
長
就
任
者
の
本
省
勤
務
経
験
の
特
徴
は
、
大
臣
官
房

で
の
歴
任
率
が
六
五
・
〇
％(

一
三
／
二
〇)

と
き
わ
め
て
高
い
の
に
対
し
て
、
政
務
局
内
で
の
歴
任
率
は
二
五
・
〇
％(

五
／
二
〇)

と
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
第
一
次
大
戦
以
前
の
時
期
に
は
本
省
勤
務
の
高
等
官
の
数
が

限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る

(

�)

。
政
務
局
に
課
が
設
置
さ
れ
る
の
は
一
九
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
に
第
一
課
長
に
就
任
し
た
の

は
最
後
の
政
務
局
長
と
な
る
芳
沢
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
栗
野
か
ら
埴
原
ま
で
の
歴
代
局
長
が
同
局
の
課
長
職
を
務
め
る
こ
と
は
あ
り

得
な
か
っ
た
。
本
省
勤
務
の
外
交
官
は
、
参
事
官
や
大
臣
秘
書
官
と
し
て
官
房
に
籍
を
置
き
な
が
ら
政
務
局
や
通
商
局
に
勤
務
、
も
し

く
は
兼
勤
す
る
の
が
常
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
当
該
時
期
の
外
務
省
の
な
か
で
大
臣
官
房
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
当
時
を
振
り
返
る
芳
沢
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
在
外
使
節
か
ら
の
電
信
に
は
大
臣
自
ら
が
目
を
通
し
、
在
外
使
節

へ
の
電
訓
も
大
臣
自
ら
が
起
草
し
た
と
い
う

(

�)

。
ま
た
小
幡
酉
吉
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
種
々
の
案
件
を
大
臣
と
主
管
局
長
と
の
間

で
立
案
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る

(

�)

。
政
務
局
に
課
が
設
置
さ
れ
、
局
と
し
て
本
格
的
に
機
能
す
る
ま
で
は

(

�)

、
大
臣
を
直
接
支

え
る
官
房
は
単
に
省
内
の
事
務
を
統
括
す
る
だ
け
で
な
く
、
重
要
な
外
交
政
策
を
企
画
、
立
案
し
、
そ
れ
を
実
施
す
る
機
能
も
担
っ
た
。
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そ
れ
ゆ
え
、
官
房
勤
務
は
省
内
の
幹
部
に
昇
進
す
る
に
当
た
っ
て
経
験
す
べ
き
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
政
務
局
長
の
在
外
勤
務
経
験
の
特
徴
を
見
る

(

表
９)

。
こ
こ
で
何
よ
り
目
を
惹
く
の
は
、
勤
務
国
が
英
・
米
・
中
の
三
カ
国

に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
か
で
も
英
国
勤
務
と
中
国
勤
務

(

満
洲
を
含
む)

は
突
出
し
て
お
り
、
勤
務
国
別
歴
任
率
は
と

も
に
三
二
・
〇
％

(

一
六
／
五
〇)

で
、
英
・
米
・
中
三
カ
国
の
歴
任
率
の
合
計
は
八
〇
・
〇
％

(

四
〇
／
五
〇)

に
ま
で
達
す
る
。

こ
う
し
た
在
外
勤
務
経
験
の
特
徴
は
、
第
一
次
大
戦
以
前
の
外
務
省
に
お
い
て
英
国
勤
務
と
中
国
勤
務
が
省
内
の
幹
部
へ
と
つ
な
が

る
重
要
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
日
英
関
係
を
基
軸
と
し
つ
つ
大
陸
政
策
を
推
し

進
め
る
当
該
時
期
の
日
本
外
交
の
あ
り
方
と
も
一
致
し
て
い
る

(

�)

。

つ
づ
い
て
地
域
局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
特
徴
を
分
析
す
る

(

表
10
・
11)

。
ま
ず
こ
こ
で
気
づ
く
こ
と
は
、
政
務
局
長
就

任
者
の
在
外
勤
務
経
験
と
比
較
し
て
地
域
局
長
就
任
者
の
勤
務
国
に
広
が
り
が
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
次
大
戦
以
後
に
お
け
る

日
本
外
交
の
地
平
の
拡
大
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
、
亜
細
亜

局
長
就
任
者
が
政
務
局
勤
務
の
経
験
を
多
く
持
つ
の
に
対
し
て
、
欧
米
局
長
就
任
者
に
は
通
商
局
勤
務
の
経
験
を
持
つ
者
が
多
く
い
る

点
で
あ
る
。
第
二
に
、
経
験
す
る
部
局
や
地
域
に
偏
り
が
あ
る
点
、
す
な
わ
ち
地
域
局
の
各
局
長
就
任
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
局
内
で
本
省

勤
務
の
経
験
を
積
む
と
と
も
に
、
自
局
が
担
当
す
る
地
域
を
中
心
に
在
外
勤
務
の
経
験
を
積
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。

最
初
に
第
一
の
点
か
ら
具
体
的
に
見
て
み
る

(

表
12
・
14)
。
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
政
務
局
勤
務
経
験
者

の
割
合
は
三
六･

三
％

(

四
／
一
一)

で
、
そ
の
歴
任
率
は
二
六･
九
％

(

七
／
二
六)

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
初
代
亜
細
亜
局
長
の

芳
沢
か
ら
木
村
鋭
市
ま
で
の
三
人
の
歴
代
局
長
は
す
べ
て
、
政
務
局
の
な
か
で
も
そ
の
中
心
を
担
っ
た
第
一
課
長
の
経
験
者
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
欧
米
／
欧
亜
局
長
就
任
者
の
な
か
に
は
政
務
局
で
の
課
長
経
験
は
も
ち
ろ
ん
、
勤
務
経
験
す
ら
持
つ
者
が
い
な
い
。

む
し
ろ
、
欧
米
局
は
通
商
局
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
実
際
、
欧
米
／
欧
亜
局
長
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
通
商
局
勤

務
経
験
者
は
五
五･

五
％

(

五
／
九)

で
、
そ
の
歴
任
率
は
二
八･

五
％

(

六
／
二
一)

と
な
っ
て
い
る
。

戦前日本外務省の人事と組織

(名城 '17) 66－4－191

一
八



こ
う
し
た
特
徴
は
、
政
治
か
ら
経
済
に
至
る
ま
で
中
国
に
関
す
る
問
題
の
す
べ
て
を
亜
細
亜
局
が
所
管
す
る
体
制

(

�)

が
と
ら
れ
た
結
果

と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
体
制
が
と
ら
れ
た
こ
と
で
、
欧
米
局
が
対
象
と
す
る
問
題
は
必
然
的
に
経
済
問
題
が
中
心

と
な
り
、
他
方
で
経
済
問
題
全
般
を
所
管
す
る
通
商
局
も
そ
の
対
象
と
す
る
地
域
が
欧
米
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
両
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
違
い
は
、
政
務
局
の
地
位
と
機
能
が
主
と
し
て
亜
細
亜
局
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
本
節
の

(

１)

で
も
示
さ
れ
た
地
域
局
に
お
け
る
亜
細
亜
／
東
亜
局
の
優
位
を

裏
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
。

次
に
第
二
の
点
を
本
省
勤
務
か
ら
見
て
い
く

(

表
12
・
14
・
16)

。
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
自
局
勤
務
経
験

者
の
割
合
と
自
局
勤
務
の
歴
任
率
は
そ
れ
ぞ
れ
三
六
・
三
％

(

四
／
一
一)

と
二
三
・
〇
％

(

六
／
二
六)

で
、
欧
米
／
欧
亜
局
長
就

任
者
の
そ
れ
は
三
三
・
三
％

(
三
／
九)

と
一
九
・
〇
％

(

四
／
二
一)

と
な
っ
て
い
る
。
亜
米
利
加
局
長
就
任
者
の
場
合
は
同
局
の

存
続
期
間
が
短
い
た
め
、
自
局
勤
務
経
験
者
は
い
な
い
も
の
の
、
分
割
前
の
欧
米
局
に
勤
務
経
験
が
あ
る
者
は
七
五
・
〇
％(

三
／
四)

で
、
そ
の
歴
任
率
は
五
〇
・
〇
％

(

四
／
八)
と
な
っ
て
い
る
。

在
外
勤
務
に
目
を
移
す
と

(

表
13
・
15
・
17)
、
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
就
任
者
の
勤
務
国
別
歴
任
率
は
中
国

(

満
洲
を
含
む)

が
最

も
高
く
、
四
三
・
七
％

(

三
五
／
八
〇)

と
な
っ
て
い
る
。
在
外
勤
務
全
体
に
占
め
る
ア
ジ
ア
勤
務
の
歴
任
率
も
四
七
・
五
％

(

三
九

／
八
〇)

で
、
欧
米
／
欧
亜
局
長
就
任
者
や
亜
米
利
加
局
長
就
任
者
の
そ
れ
が
二
二
・
五
％

(

一
四
／
六
二)

と
二
〇
・
〇
％

(

六
／

三
〇)

と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
欧
米
／
欧
亜
局
長
就
任
者
の
地
域
別
歴
任
率
を
見
る
と
、
欧
州
勤
務
の
歴
任
率
が
六
九
・
三
％

(

四
三
／
六
二)

と
な
っ
て
い
る
。
亜
米
利
加
局
長
の
勤
務
国
別
歴
任
率
に
つ
い
て
も
、
英
国
三
三
・
三
％

(

一
〇
／
三
〇)

と
最
も
高
く
、
次
い
で
米

国
二
三
・
三
％

(

七
／
三
〇)

と
な
っ
て
お
り
、
英
米
の
二
カ
国
で
全
体
の
五
六
・
六
％

(

一
七
／
三
〇)

を
占
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
域
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
は
一
つ
の

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣
の
な
か
で

｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

が
完
結
す
る
傾
向
が

論 説

66－4－ (名城 '17)190

一
九



強
く
、
在
外
勤
務
の

｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

も

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と
の
関
係
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、

地
理
的
区
分
に
も
と
づ
い
て
組
織
を
整
備
、
拡
大
し
て
い
く
な
か
で
、
外
務
省
が
地
域
に
即
し
た
専
門
的
な
能
力
を
育
成
す
る
た
め
に

地
位
局
単
位
の
人
事
の
仕
組
み
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、｢

外
務
省
は
ご
承
知
か
と
思
い

ま
す
が
、
欧
米
派
と
中
国
派
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
キ
ャ
リ
ア
が
大
体
区
別
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
…
大
体
に
お
い
て
ア
ジ
ア

局
中
心
の
人
は
中
国
へ
行
っ
た
り
、
日
本
で
ア
ジ
ア
局
に
帰
っ
た
り
し
て
、
ず
っ
と
や
っ
て
来
る
人
は
非
常
に
専
門
的
に
な
っ
て
い
た

わ
け
で
す
ね

(

�)｣

と
い
っ
た
鈴
木
九
萬
の
回
想
と
も
一
致
す
る
。
地
域
局
創
設
以
後
の
外
務
省
で
は
地
域
ご
と
に
関
係
事
項
を
専
管
す
る

体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
が

(

�)

、
人
事
の
面
で
も
そ
う
し
た
地
域
局
単
位
の
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

機
能
局
長

は
じ
め
に
機
能
局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
全
体
的
な
特
徴
か
ら
見
る
。(

表
18
・
19)

。
こ
こ
か
ら
見
て
と
れ
る
の
は
、
地
域

局
長
と
同
じ
よ
う
に
経
験
す
る
部
局
や
在
外
勤
務
地
に
偏
り
が
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
が
と
く
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
条

約
局
長
就
任
者
と
通
商
局
長
就
任
者
、
調
査
部
／
局
長
就
任
者
を
と
り
上
げ
る
。

ま
ず
条
約
局
長
就
任
者
か
ら
見
て
い
く
と

(

表
20
・
21)

、
同
局
長
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
自
局
勤
務
経
験
者
の
割
合
は
四
一
・

六
％

(

五
／
一
二)

で
、
歴
任
率
三
四
・
二
％

(

一
二
／
三
五)

と
な
っ
て
い
る
。
大
臣
官
房
勤
務
経
験
者
の
割
合
と
歴
任
率
も
こ
れ

と
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
四
一
・
六
％

(

五
／
一
二)
、
三
四
・
二
％

(

一
二
／
三
五)

と
な
っ
て
い
る
が
、
と
く
に
官
房
勤

務
の
歴
任
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
二
度
に
わ
た
っ
て
条
約
局
長
を
務
め
た
松
田
道
一
が
取
調
課
に
三
度
の
勤
務
経
験
を
有
し
て

い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。
取
調
課
は
そ
の
主
管
業
務
か
ら
条
約
局
の
前
身
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り

(

�)

、｢

業
務
経
験
の
蓄
積
過
程｣

と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
同
課
で
の
勤
務
経
験
は
自
局
勤
務
経
験
と
同
一
の
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
大
臣
官
房
で
の

課
長
経
験
は
松
永
直
吉

(

会
計
課
長)

を
除
く
と
す
べ
て
人
事
課
長
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

(

�)

。
在
外
勤
務
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で
は
仏
国
勤
務
の
歴
任
率
が
突
出
し
て
高
く
三
四
・
五
％

(

二
八
／
八
一)

と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
白
国
八
・
六
％

(

七
／
八
一)

、

蘭
国
七
・
四
％

(

六
／
八
一)

、
国
際
連
盟
帝
国
事
務
局
九
・
八
％

(

八
／
八
一)

と
い
っ
た
そ
の
ほ
か
の
部
局
長
就
任
者
に
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
勤
務
地
で
の
歴
任
率
が
比
較
的
高
い
。
ま
た
、
大
公
使
館
勤
務
の
割
合
が
圧
倒
的
に
高
く
、
九
一
・
三
％

(

七
三
／

八
一)

に
ま
で
達
し
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。

次
に
通
商
局
長
就
任
者
に
つ
い
て
見
て
み
る
と

(

表
22
・
23)

、
同
局
長
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
自
局
勤
務
経
験
者
の
割
合
は
四

〇
・
七
％

(

一
一
／
二
七)

で
、
歴
任
率
は
五
四
・
九
％

(

二
八
／
五
一)

と
な
っ
て
い
る
。
在
外
勤
務
で
は
勤
務
国
別
歴
任
率
の
高

い
順
に
、
米
国
二
六
・
一
％(

三
三
／
一
二
六)

、
英
国
と
中
国(

満
洲
を
含
む)

が
と
も
に
一
五
・
〇
％(

一
九
／
一
二
六)

と
な
っ

て
い
る
。
中
国
勤
務
経
験
が
少
な
い
こ
と
が
や
や
意
外
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
中
国
問
題
を
包
括
的
に
扱
う
亜
細
亜
局
の
体
制
と

関
係
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
在
外
勤
務
で
と
く
に
目
立
つ
の
は
、
領
事
館
勤
務
の
割
合
が
四
一
・
二
％

(

五
二
／
一
二
六)

と
ほ
か
の
部
局
長
就
任
者
に
比
べ
て
高
い
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
ほ
か
の
部
局
長
就
任
者
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
勤
務
地
の
偏
り
と
い
う

よ
り
も
多
彩
な
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ジ
ア
地
域
で
も
中
国
や
満
洲
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
地
域
へ
の
勤
務
が
目
立
つ

し
、
欧
州
で
も
主
要
国
の
ほ
か
そ
の
他
の
地
域
へ
の
勤
務
が
あ
り
、
中
南
米
へ
の
勤
務
が
多
い
こ
と
も
見
て
と
れ
る
。

最
後
に
調
査
部
／
局
長
就
任
者
に
つ
い
て
見
る

(
表
24
・
25)

。
同
局
長
就
任
者
の
な
か
に
占
め
る
自
局
勤
務
経
験
者
の
割
合
は
五

〇
・
〇
％

(

四
／
八)

で
、
歴
任
率
は
二
六
・
三
％

(
五
／
一
九)

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
調
査
部
／
局
長
就
任
者
の
場

合
に
は
そ
の
な
か
に
占
め
る
亜
細
亜
／
東
亜
局
勤
務
経
験
者
の
割
合
が
三
七
・
五
％

(

三
／
八)

で
、
歴
任
率
も
三
一
・
五
％

(

六
／

一
九)

と
高
く
、
歴
任
率
で
は
自
局
勤
務
経
験
を
上
ま
わ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
在
外
勤
務
で
も
ア
ジ
ア
勤
務
の
歴
任
率
が
半
分
を
超
え
る

五
三
・
七
％

(

三
六
／
六
七)

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
中
国
勤
務

(

満
洲
を
含
む)

の
歴
任
率
が
突
出
し
て
高
く
、
四
一
・

七
％

(

二
八
／
六
七)

に
ま
で
達
す
る
。

こ
う
し
た
勤
務
経
験
の
偏
り
は
、
地
域
局
長
に
地
理
的
な
専
門
性
が
必
要
と
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
機
能
局
長
に
も
業
務
の
専
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門
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
専
門
的
な
能
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
条
約
局
長
に
つ
い
て
は
文

化
事
業
部
長
や
調
査
部
長
と
並
ん
で

｢

誰
で
も
勤
ま
る｣

軽
量
級
の
ポ
ス
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、｢

枢
密
院
の
こ
わ
い

お
爺
さ
ん
に
睨
ま
れ
る｣

た
め
条
約
局
出
身
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
条
件
が
あ
っ
た
と
い
う

(

�)

。
こ
れ
は
戦
前
に
お
け
る
条

約
局
の
地
位
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
条
約
局
長
の
専
門
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

点
で
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
約
の
批
准
は
枢
密
院
の
諮
詢
事
項
で
あ
り
、
こ
れ
を
根
拠
に
政
策
的
に
も
介
入
し
よ
う
と
す
る
枢

密
院

(

�)

の
な
か
に
は
憲
法
起
草
に
参
画
し
、
先
例
に
も
詳
し
い
伊
東
巳
代
治
や
金
子
堅
太
郎
と
い
っ
た
重
鎮
が
お
り
、
条
約
局
長
に
は
外

交
上
の
政
策
論
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
法
律
上
の
技
術
論
も
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

同
じ
よ
う
に
通
商
局
も
専
門
性
の
高
い
部
局
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
通
商
局
勤
務
の
長
か
っ
た
堀
内
干
城
が
、
同
局
の

｢

本

筋
の
仕
事｣

は
各
国
と
の
通
商
条
約
、
な
か
で
も
関
税
協
定
の
問
題
で｢

極
め
て
煩
瑣
な
数
字
の
取
扱
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

相
当
面
倒
な
仕
事
で
あ
つ
た｣

と
回
想
し
て
い
る
の
は

(

�)

、
そ
の
業
務
の
専
門
性
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
政
務
局
や
地
域
局

に
劣
る
待
遇
に
対
し
て

｢

通
商
局
出
身
の
者
は
各
省
の
技
術
官
の
よ
う｣

で
あ
っ
た
と
す
る
回
想
も

(

�)

、
業
務
の
専
門
性
の
高
さ
に
比
べ

て
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
不
満
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
条
約
、
通
商
両
局
長
就
任
者
の
在
外
勤
務
地
の
特
徴
も
業
務
の
専
門
性
と
関
係
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
条
約
局
は
一
九
二

四
年
に
臨
時
平
和
条
約
事
務
局
が
廃
止
さ
れ
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
国
際
連
盟
や
連
盟
を
中
心
と
し
た
国
際
会
議
の
業
務
を
所
管
す
る

よ
う
に
な
っ
た
が

(

�)

、
そ
う
し
た
連
盟
や
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
た
の
は
仏
国
を
中
心
と
す
る
欧
州
の
大
陸
諸
国
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
通

商
局
に
関
し
て
い
え
ば
、
何
よ
り
も
領
事
館
勤
務
の
多
さ
が
こ
の
点
を
示
し
て
い
る
し
、
勤
務
地
の
多
彩
さ
は
日
本
の
経
済
活
動
が
次

第
に
世
界
的
な
広
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
符
合
す
る
。
と
く
に
第
一
次
大
戦
後
に
貿
易
の
多
角
化
を
推
進
し
た
幣
原

外
交

(

�)

以
降
の
通
商
局
長
就
任
者
の
勤
務
地
に
広
が
り
が
見
え
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
機
能
局

長
就
任
者
の
在
外
勤
務
の
特
徴
は
、
所
管
す
る
業
務
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
国
や
地
域
が
在
外
勤
務
地
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
の
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現
わ
れ
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
機
能
局
長
に
も
業
務
の
専
門
性
が
あ
り
、
そ
う
し
た
業
務
に
即
し
た
専
門
的
な
能
力
を
養
成
す
る
た
め
に
、
本
省
勤
務

に
お
い
て
は
自
局
を
中
心
に
勤
務
し
、
在
外
勤
務
に
お
い
て
も
自
局
の
業
務
に
密
接
に
関
連
す
る
地
域
に
勤
務
す
る
と
い
う
人
事
の
仕

組
み
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

他
方
で
、
条
約
局
長
就
任
者
や
通
商
局
長
就
任
者
と
同
じ
く
、
経
験
す
る
部
局
や
在
外
勤
務
地
に
偏
り
が
見
ら
れ
た
調
査
部
／
局
長

就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
合
い
が
少
し
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
同
部
／
局
長
就
任
者
の

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
は
自
局
勤
務
経
験
よ
り
も
亜
細
亜
／
東
亜
局
勤
務
の
経
験
が
上
ま
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
調
査
部
が
設
置

さ
れ
る
経
緯
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
先
行
研
究
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
調
査
部
の
設
置
は
満
洲
事
変

の
勃
発
に
際
し
て
外
交
政
策
の
決
定
機
能
を
強
化
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
白
鳥
敏
夫
情
報
部
長
ら
革
新

派
外
交
官
の
亜
細
亜
局
優
位
の
体
制
に
対
す
る
反
発
と
い
う
側
面
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
省
内
に
激
し
い
対
立
を
ま
き
こ
し
た
結
果
、

外
交
問
題
に
関
す
る
調
査
と
資
料
の
整
理
を
所
管
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
と
い
う
経
緯
を
持
つ

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
発
足
し
た
調

査
部
は
亜
細
亜
／
東
亜
局
の
対
中
政
策
を
支
え
る
部
局
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
と
く
に
満
洲
国
と
中
国
を
担
当
す
る
調

査
部
第
三
課
と
東
亜
局
第
一
課
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
築
か
れ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
調
査
部
／
局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
特
徴
も
こ
れ
ら
の
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
く
。
実
際
、
歴
代
部
長
の
な
か
に
は
栗
原
正
や
松
宮
順
、
高
瀬
真
一
と
い
っ
た
革
新
派
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
外
交
官
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
全
体
的
な
傾
向
か
ら
見
れ
ば
本
省
勤
務
で
は
亜
細
亜
／
東
亜
局
で
の
勤
務
経
験
を
持
ち
、
在
外
勤
務
で
は

中
国
勤
務
の
経
験
を
持
つ
外
交
官
が
同
部
／
局
長
に
就
任
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
後
者
の
点
に
注
目
す
れ
ば
、
亜
細
亜
／
東

亜
局
と
調
査
部
／
局
は
一
つ
の

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
形
成
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
就
任
者
の
な
か
に
は
調
査
部
／
局
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勤
務
経
験
者
が
一
人
も
い
な
い
点
で
あ
る
。
唯
一
見
ら
れ
る
の
は
、
栗
原
が
調
査
部
長
を
経
て
東
亜
局
長
に
就
任
し
て
い
る
事
例
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
は
亜
細
亜
／
東
亜
局
と
調
査
部
／
局
が
一
つ
の

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
形
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
対
等
な

関
係
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
亜
細
亜
／
東
亜
局
は
調
査
部
／
局
に
対
し
て
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
ま
さ
に
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
調
査
部
／
局
は
亜
細
亜
／
東
亜
局
を
支
え
る

役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
の
サ
ブ
・
ユ
ニ
ッ
ト
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
地
域
局
長
と
同
じ
よ
う
に
機
能
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
も

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と

｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

の

関
連
性
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
は
機
能
局
長
に
も
専
門
的
な
能
力
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
専
門
的
な
能
力
を
育
成
す
る
よ
う
な

局
単
位
の
人
事
の
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
通
商
局
の
よ
う
に
在
外
勤
務
の｢

人
事
ユ
ニ
ッ

ト｣

と

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

で
あ
る
局
と
の
関
係
は
固
定
的
で
は
な
く
、
業
務
の
内
容
に
よ
っ
て
勤
務
地
に
広
が
り
が
出
て
く
る
場
合

も
あ
る
。
ま
た
、
調
査
部
／
局
の
よ
う
に
自
局
と
亜
細
亜
／
東
亜
局
を
横
断
す
る｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

が
形
成
さ
れ
て
い
る
部
局
も
あ
っ

た
。
こ
れ
は
調
査
部
／
局
と
亜
細
亜
／
東
亜
局
が
一
つ
の

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
他
方

で
両
局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
違
い
を
踏
ま
え
る
と
、
前
者
は
後
者
の
サ
ブ
・
ユ
ニ
ッ
ト
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
戦
前
日
本
外
務
省
の
人
事
体
系
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
の
方
法
を
用
い
て
検
討
し
、
同
省
の
組
織
的
特
徴
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
主
に
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
大
臣
や
次
官
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
外
務
省
の
人
事
体
系
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

か
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
外
務
省
の
人
事
体
系
に
つ
い
て
は
、
外
交
官
の
日
記
や
回
想
な
ど
に
も
と
づ
い
て
あ
る
程
度
明
ら
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か
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
実
際
に
外
交
官
の
人
事
履
歴
を
集
計
し
て
こ
れ
を
分
析
し
、
従
来
の
研
究
が
指
摘
し

て
き
た
外
務
省
の
人
事
体
系
の
特
徴
を
検
証
す
る
作
業
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
一
九
一
九
年
以
前
に
お
け
る
政
務
局
と
通
商
局
の
二
局
体
制
の
も
と
で
の
政
務
局
の
優
位
や
、
一
九
二
〇
年
の

地
域
局
設
置
以
後
に
お
け
る
亜
細
亜
／
東
亜
局
の
優
位
と
い
っ
た
従
来
の
指
摘
が
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
か
ら
も
確
認
で
き
た
。

一
方
、
新
た
に
判
明
し
た
こ
と
と
し
て
、
次
官
就
任
者
が
大
臣
官
房
で
課
長
経
験
を
多
く
積
ん
で
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
電
信
課
長

の
経
験
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
は
す
べ
て
の
外
交
電
信
の
接
受
と
発
送
を
取
り
扱

い
、
大
臣
や
次
官
を
補
佐
し
て
省
内
を
取
り
ま
と
め
る
役
割
を
担
っ
た
電
信
課
長
の
業
務
内
容
が
外
交
全
体
を
統
括
す
る
次
官
の
そ
れ

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
官
に
昇
進
す
る
に
当
た
っ
て
電
信
課
長
は
経
験
す
べ
き
ポ
ス
ト

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
た
。

ま
た
、
在
外
勤
務
経
験
で
は
中
国
勤
務
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
吉
田
茂
な
ど
の
回
想
か
ら
中
国
勤
務
は
外
務
省

に
お
け
る

｢

裏
街
道｣

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
大
臣
や
次
官
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
か
ら
は
中
国
勤
務
の
経
験
が

多
く
見
い
だ
さ
れ
、
時
期
に
よ
っ
て
も
そ
の
傾
向
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
一
方
で
省
内
に
お
い
て
中
国
勤
務
が

敬
遠
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
他
方
で
有
力
な
外
交
官
の
な
か
に
は
積
極
的
に
中
国
勤
務
を
希
望
す
る
者
も
い
た
。
こ
の

よ
う
に
本
稿
の
検
証
結
果
と
従
来
の
研
究
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
か
っ
た
の
は
、
と
く
に
研
究
の
蓄
積
が
豊
富
な
幣
原
外
交
期
に
中
国

勤
務
経
験
を
持
た
な
い
外
交
官
が
省
内
の
中
枢
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
し
た
点
か
ら
欧
米
勤
務
が
主
流
で
あ
る
と
い
う
印

象
が
強
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
局
長
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
戦
前
外
務
省
が
ど
の
よ
う
な
人
事
の
仕
組
み
を
と
っ
て
い

た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
稿
で
は
地
域
局
と
機
能
局
の
二
つ
に
分
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
を
お
こ
な
っ

た
。
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ま
ず
地
域
局
に
つ
い
て
、
亜
細
亜
／
東
亜
局
、
欧
米
／
欧
亜
局
、
亜
米
利
加
局
の
い
ず
れ
の
局
長
就
任
者
も
地
域
の
専
門
性
を
重
視

し
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
地
域
局
長
就
任
者
も
本
省
勤
務
で
は
自
局
を

中
心
に
勤
務
経
験
を
経
て
、
在
外
勤
務
に
出
る
際
は
自
局
の
担
当
す
る
地
域
に
転
出
す
る
と
い
っ
た

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と

｢

人
事
ユ

ニ
ッ
ト｣
の
関
連
性
が
強
い
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
理
的
区
分
に
も
と
づ
い
て
組
織
を
整
備
、
拡
大
し

て
い
く
な
か
で
、
外
務
省
が
地
域
に
即
し
た
専
門
的
な
能
力
を
育
成
す
る
た
め
に
地
域
局
単
位
の
人
事
の
仕
組
み
を
と
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
機
能
局
に
つ
い
て
も
、
条
約
局
や
通
商
局
と
い
っ
た
主
要
な
局
で
同
様
の
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
局
と
同
じ
よ
う
に
機
能
局
に
も
業
務
の
専
門
性
が
あ
り
、
と
く
に
条
約
局
長
就
任
者
や
通
商
局
長
就
任
者
は
本

省
勤
務
で
は
自
局
を
中
心
に
勤
務
経
験
を
経
て
、
在
外
勤
務
に
出
る
際
は
自
局
の
業
務
と
密
接
に
関
連
す
る
地
域
に
転
出
す
る
と
い
っ

た

｢

政
策
ユ
ニ
ッ
ト｣

と

｢

人
事
ユ
ニ
ッ
ト｣

の
関
連
性
が
強
い
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
形
成
し
て
い
た
。

一
方
、
調
査
部
／
局
長
就
任
者
の
場
合
は
、
本
省
勤
務
で
は
自
局
と
と
も
に
亜
細
亜
／
東
亜
局
で
勤
務
経
験
を
積
み
、
在
外
勤
務
で

は
中
国
勤
務
の
経
験
を
積
む
と
い
っ
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
れ
は
調
査
部
／
局
と
亜
細
亜
／
東
亜
局
が
一
つ
の

｢

政

策
ユ
ニ
ッ
ト｣

を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
亜
細
亜
／
東
亜
局
長
就
任
者
の
な
か
に
調
査
部
／
局
で
の

勤
務
経
験
を
持
つ
者
が
一
人
も
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
両
局
の
関
係
は
対
等
で
は
な
く
、
調
査
部
／
局
が
亜
細
亜
／
東
亜
局
の
サ
ブ
・

ユ
ニ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

以
上
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
点
は
次
の
課
題
へ
と
つ
な
が
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
外
務
省
の
人
事
体
系
と
近
年

と
く
に
解
明
が
進
ん
で
い
る
同
省
内
の
政
策
派
閥
と
の
関
係
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
用
い
た
先
行
研
究
に
し
た
が
え
ば
、
異

な
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
歩
ん
だ
官
僚
は
そ
の
政
策
構
想
を
異
に
し
、
そ
こ
に
政
策
対
立
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
が
派
閥
対
立
へ
と
発
展
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
交
官
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
省
内
派
閥
の
形
成
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
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が
見
い
だ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
あ
り
方
か
ら
こ
れ
ま
で
十
分
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
新
た
な
政
策
派
閥
の
存
在
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め

て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

【
付
記
】
本
研
究
はJSP

S

科
研
費JP

15K
21123

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

注

(

１)

酒
井
哲
哉

｢『

英
米
協
調』
と

『

日
中
提
携』｣
『

年
報
近
代
日
本
研
究』

一
一

(

山
川
出
版
社
、
一
九
八
九
年)

六
二
頁
。

(

２)

欧
米
派
や
ア
ジ
ア
派
、
革
新
派
と
い
っ
た
外
務
省
内
の
政
策
派
閥
の
存
在
に
最
も
早
い
時
期
に
注
目
し
た
の
は
、
臼
井
勝
美

｢

外
務
省
―
人

と
機
構｣

細
谷
千
博
・
斎
藤
真
・
今
井
清
一
・
�
山
道
雄
編

『

日
米
関
係
史

開
戦
に
至
る
十
年』

第
一
巻

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一

年)

所
収
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
と
く
に
革
新
派
の
研
究
が
進
展
し
、
近
年
の
代
表
的
な
成
果
と
し
て
は
、
戸
部
良
一

『

外
務
省
革
新
派

―
世
界
新
秩
序
の
幻
影』

(

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年)

が
あ
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
派
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
核
を
な
し
た
重
光
葵
に
関

す
る
研
究
が
進
展
し
、
戦
後
政
治
と
の
関
わ
り
ま
で
包
括
的
に
論
じ
た
研
究
と
し
て
、
武
田
知
己

『

重
光
葵
と
戦
後
政
治』

(

吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
二
年)

が
あ
る
。
一
方
、
欧
米
派
に
つ
い
て
も
同
派
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
出
淵
勝
次
の
日
記
が
翻
刻
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
実

態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

(

服
部
龍
二

｢

幣
原
喜
重
郎
の
政
策
と
人
脈｣

『

中
央
大
学
論
集』

第
二
七
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
、
同

『

幣
原
喜
重

郎
と
二
十
世
紀
の
日
本
―
外
交
と
民
主
主
義』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年)

。
さ
ら
に
連
盟
外
交
を
め
ぐ
る
本
省
と
出
先
の
確
執
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
も
の
に
、
樋
口
真
魚

｢

モ
ン
ト
ル
ー
会
議

(

一
九
三
六
年)

と
日
本
外
務
省
―
国
際
連
盟
脱
退
後
に
お
け
る
二
つ
の
連
盟
観｣

『

史

学
雑
誌』

第
一
二
二
篇
第
一
号

(

二
〇
一
三
年
一
月)

が
あ
る
。

(

３)

小
池
聖
一
編

『

戦
前
期
日
本
外
務
省
の
組
織
・
人
事
・
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究』

(

一
九
九
九
―
二
〇
〇
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
一
年)

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
以
前
に
も
外
交
全
般
を
論
じ
る
な
か
で
外
務
省
の
機
構
や
政
策
決
定
の
あ
り
方
を
概

説
し
た
、
坂
野
正
高

『

現
代
外
交
の
分
析
―
情
報
・
政
策
決
定
・
外
交
交
渉』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年)

、
ま
た
個
別
の
事
例
分
析
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の
な
か
で
外
務
省
の
組
織
構
造
に
注
目
し
た
、
馬
場
伸
也

｢

北
京
関
税
特
別
会
議
に
の
ぞ
む
日
本
の
政
策
決
定
過
程｣

細
谷
千
博
・
綿
貫
譲
治

編

『

対
外
政
策
決
定
過
程
の
日
米
比
較』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年)

所
収
、
麻
田
貞
雄

｢

ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
を
め
ぐ
る
日
米
の
政

策
決
定
過
程
の
比
較｣

同
前
所
収
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

(

４)
千
葉
功

『

旧
外
交
の
形
成
―
日
本
外
交
一
九
〇
〇
〜
一
九
一
九』

(

勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年)

。

(

５)

熊
本
史
雄

『

大
戦
間
期
の
対
中
国
文
化
外
交
―
外
務
省
記
録
に
み
る
政
策
決
定
過
程』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年)

。

(

６)

真
渕
勝

｢
大
蔵
省
主
税
局
の
機
関
哲
学｣

『

レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン』

第
四
号

(

一
九
八
九
年
四
月)

、
同

『

大
蔵
省
統
制
の
政
治
経
済
学』

(

中

央
公
論
社
、
一
九
九
四
年)

、
牧
原
出

｢

内
閣
・
官
房
・
原
局

(

一)

―
占
領
終
結
後
の
官
僚
制
と
政
党｣

『

法
学』

第
五
九
巻
第
三
号

(

一
九

九
五
年
八
月)

、
同

『
内
閣
政
治
と

｢

大
蔵
省
支
配｣

―
政
治
主
導
の
条
件』

(

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年)

、
驛
賢
太
郎

｢

官
僚
の
専
門

性
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
―
大
蔵
省
を
事
例
と
し
て｣
『

神
戸
法
学
雑
誌』

第
六
三
巻
第
二
号(

二
〇
一
三
年
九
月)

、
同｢

大
蔵
省
銀
行
局
の
人
事
、

専
門
性
、
政
策
―
自
由
化
志
向
の
機
関
哲
学
の
形
成
と
継
承｣

同
第
三
号

(

二
〇
一
三
年
一
二
月)

、
同

｢

財
務
省
な
ら
び
に
金
融
庁
幹
部
の

キ
ャ
リ
ア
パ
ス｣

同
第
四
号

(
二
〇
一
四
年
三
月)

な
ど
を
参
照
。

(

７)

竹
本
信
介

｢

戦
後
日
本
に
お
け
る
外
務
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
―
誰
が
幹
部
に
な
る
の
か
？｣

『

立
命
館
法
学』

第
三
三
七
号

(

二
〇
一
一

年
三
月)

。
こ
の
ほ
か
に
戦
後
の
外
務
省
に
つ
い
て
は
予
算
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
、
北
村
亘

｢

予
算
使
途
別
分
類
か
ら
見
た
外
務
省｣

『

甲
南

法
学』

第
四
五
巻
第
一
・
二
号

(

二
〇
〇
四
年
一
二
月)

が
あ
る
。

(

８)

前
掲
、
真
渕

｢

大
蔵
省
主
税
局
の
機
関
哲
学｣
四
八
〜
五
〇
頁
を
参
照
。

(

９)

ピ
ー
タ
ー
・
セ
ル
フ
の
い
う

｢

機
関
哲
学｣

と
は
、｢
あ
る
機
関
に
特
徴
的
な
態
度｣

で
あ
り
、
そ
れ
は

｢

蓄
積
さ
れ
た
経
験
と
伝
統
の
所

産
と
見
な
さ
れ
、
特
定
の
任
務
や
問
題
に
精
通
し
た
結
果
生
ま
れ
る
も
の
で
、
指
導
的
行
政
官
の
影
響
を
受
け
る
場
合
も
あ
る｣

と
さ
れ
、

｢

一
種
の
集
団
的
個
性
を
作
り
出
す｣

と
い
う

(

ピ
ー
タ
ー
・
セ
ル
フ
／
片
岡
寛
光
監
訳

『

行
政
官
の
役
割
―
比
較
行
政
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ』

成
文
堂
、
一
九
八
一
年
、
九
九
〜
一
〇
〇
頁)

。

(

�)

前
掲
、
牧
原

｢

内
閣
・
官
房
・
原
局

(

一)｣

一
九
〜
二
二
頁
を
参
照
。

(

�)
｢

原
局
型
官
僚｣

と

｢

官
房
型
官
僚｣

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た
著
書
に
お
け
る
分
類
で
あ
る

(

前
掲
、
牧
原

『

内

閣
政
治
と

｢

大
蔵
省
支
配｣』

四
九
〜
五
八
頁
を
参
照)

。
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(

�)

前
掲
、
竹
本｢

戦
後
日
本
に
お
け
る
外
務
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス｣

三
八
六
〜
三
九
〇
頁
、
前
掲
、
驛｢

官
僚
の
専
門
性
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス｣

五
一
〜
五
八
、
八
九
〜
九
五
頁
を
参
照
。

(
�)
外
務
省
の
組
織
改
編
に
関
す
る
以
下
の
記
述
は
、
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会

『

外
務
省
の
百
年』

上
・
下

(

原
書
房
、
一
九
六
九
年)

を

参
照
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
井
上
勇
一

｢

外
務
省
地
域
局
の
成
立
に
か
か
わ
る
一
考
察｣

『

法
学
研
究』

第
七
三
巻
第
一
号

(

二
〇
〇
〇
年
一

月)

、
同

｢
外
務
省
経
済
局
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察｣

同
第
七
六
巻
第
一
一
号

(

二
〇
〇
三
年
一
一
月)

も
参
照
。

(

�)

た
だ
し
、
一
九
四
三
年
一
一
月
に
通
商
局
は
戦
時
経
済
局
に
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

山
内
一
夫

｢
事
務
取
扱
・
事
務
代
理
・
併
任
・
心
得｣
『

時
の
法
令』

第
二
三
四
号

(

一
九
五
七
年
二
月)

を
参
照
。

(

�)

前
掲
、
千
葉

『
旧
外
交
の
形
成』

五
〜
一
〇
頁
を
参
照
。

(

�)

こ
れ
ら
の
資
料
は

『
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー』

(https://w
w
w
.jacar.go.jp/)

か
ら
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

水
谷
三
公

『

日
本
の
近
代
13

官
僚
の
風
貌』

(

中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年)

一
二
五
頁
。

(

�)

外
務
省
が
外
部
の
影
響
か
ら
ま
っ
た
く
隔
絶
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
日
露
戦
後
に
は
じ
ま
る

｢

官
僚
の
政
党
化｣

の
傾
向
が
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
た
内
務
省
に
お
い
て
、
そ
の
大
臣
ポ
ス
ト
に
内
務
官
僚
出
身
者
で
は
な
い
政
治
家
が
起
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

次
官
や
警
保
局
長
、
警
視
総
監
な
ど
中
央
の
枢
要
な
ポ
ス
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
知
事
や
警
察
部
長
と
い
っ
た
地
方
官
も
政
党
的
考
慮
に
も
と
づ
く

任
命
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
外
務
省
の
自
律
性
は
高
か
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、｢

官
僚
の
政
党
化｣

に
つ
い
て
は
さ

し
あ
た
り
、
升
味
準
之
輔

『

日
本
政
党
史
論』

新
装
版
第
四
巻

(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年)

第
一
一
章
を
参
照
。
ほ
か
に
、
政
官
関

係
に
注
目
し
て
明
治
憲
法
の
制
定
期
か
ら
昭
和
の
政
党
内
閣
期
に
至
る
ま
で
の
間
の
統
治
構
造
の
形
成
と
展
開
を
論
じ
た
、
清
水
唯
一
朗

『

政

党
と
官
僚
の
近
代
―
日
本
に
お
け
る
立
憲
統
治
構
造
の
相
克』

(
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七
年)

も
参
照
。

(

	)

小
幡
酉
吉
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、｢

政
務
局
長
の
地
位
と
い
ふ
も
の
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
共
に
実
に
華
々
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
加
之
個

人
的
に
云
つ
て
も
こ
の
ポ
ス
ト
は
外
交
官
の
登
竜
門
第
一
と
さ
れ
て
ゐ
た｣

と
い
う

(『

小
幡
酉
吉』

小
幡
酉
吉
伝
記
刊
行
会
、
一
九
五
七
年
、

一
九
三
頁)

。
ま
た
、
政
務
局
の
な
か
で
も

｢

日
本
の
直
面
す
る
最
重
要
問
題
と
し
て
の
支
那
問
題
を
扱
う
政
務
局
第
一
課
に
配
属
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
は
、
同
僚
諸
君
が
何
れ
も
望
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
あ｣

っ
た
と
い
い
、｢
同
課
付
の
参
事
官
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
格
別
の
喜
び
で
あ
っ

た｣

と
い
う
沢
田
節
蔵
の
回
想
も
、
省
内
に
お
け
る
政
務
局
の
、
と
り
わ
け
第
一
課
の
地
位
の
高
さ
を
示
し
て
い
る

(

沢
田
寿
夫
編

『

澤
田
節

論 説
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二
九



蔵
回
想
録
―
一
外
交
官
の
生
涯』

有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
、
二
二
頁)

。

(
�)

石
射
猪
太
郎
に
よ
れ
ば
、｢

外
務
省
で
は
、
絶
え
ず
中
国
問
題
に
悩
む
亜
細
亜
局
が
、
最
も
際
立
っ
た
存
在
を
示
し
、
木
村

(

鋭)

局
長
と

谷
(

正)

第
一
課
長
が
華
々
し
く
活
動
し
て
い
た｣

と
い
う

(

石
射
猪
太
郎

『

外
交
官
の
一
生』

改
版
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一

五
八
頁)

。
ま
た
、
森
島
守
人
が

｢

こ
れ
ら

[

亜
細
亜
局]

の
連
中
は
省
内
で
は
日
本
外
交
は
自
分
ら
の
双
肩
に
あ
る
と
て
、
他
の
部
局
を
軽

視
し｣
て
い
た
と
い
っ
た
批
判
め
い
た
回
想
を
残
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
点
を
物
語
る
も
の
で
あ
る

(

森
島
守
人

『

陰
謀
・
暗
殺
・
軍
刀
―
一

外
交
官
の
回
想』

特
装
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
七
四
頁)

。

(

�)

鳩
山
と
幣
原
は
取
調
局
長
の
経
験
が
あ
る
た
め
こ
こ
に
は
含
め
な
か
っ
た
一
方
、
他
省
で
局
長
経
験
を
持
つ
者
は
こ
こ
に
含
め
た
。

(

�)

前
掲
、『

外
務
省
の
百
年』

上
、
一
六
六
頁
。
ま
た
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
小
池
聖
一

『

近
代
日
本
文
書
学
研
究
所
説』

(

現
代
史
料
出
版
、

二
〇
〇
八
年)

第
三
章
も
参
照
。

(

�)

電
信
課
長
時
代
の
沢
田
廉
三
が

｢

職
責
上
最
も
迅
速
に
在
外
公
館
よ
り
の
電
信
を
取
扱
ひ
且
又
一
切
の
電
訓
等
を
悉
く
閲
読
し
居
る
関
係
上

我
外
交
の
全
般
に
対
す
る
知
識
を
有
し
居
る｣

こ
と
を
理
由
に
宮
内
省
御
用
掛
へ
の
兼
勤
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
同
課
長
の

地
位
と
役
割
を
端
的
に
示
し
て
い
る

(｢
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件｣

｢

本
省
員
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
関

係
一
件｣

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
、
外
務
省
記
録M

.2.1.0.18

、
鳥
取
県
立
公
文
書
館
編

『

澤
田
廉
三
と
美
喜
の
時
代』

鳥
取
県
、
二
〇
一

〇
年
、
資
料
一
二)

。
ま
た
同
時
期
の
沢
田
が
田
中
義
一
外
相
の
通
訳
を
命
じ
ら
れ
た
の
も
、
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う

(

沢
田
廉
三

『

凱
旋
門
広
場』

角
川
書
店
、
一
九
五
〇
年
、
一
〇
四
頁)

。
(

�)
『

幣
原
喜
重
郎』
(

幣
原
平
和
財
団
、
一
九
五
五
年)
四
七
頁
。

(

�)

小
池
聖
一
・
森
茂
樹
編

『

大
橋
忠
一
関
係
文
書』

(

現
代
史
料
出
版
、
二
〇
一
四
年)

第
二
部
証
言
編
、
四
一
五
頁
。

(

�)

吉
田
茂

『

回
想
十
年』

第
四
巻

(

新
潮
社
、
一
九
五
八
年)
九
二
〜
九
三
頁
。

(

�)
『

吉
沢
清
次
郎
氏
談
話
速
記
録』

(

内
政
史
研
究
会
、
一
九
七
五
年)
六
四
頁
。

(

	)

高
橋
勝
浩
編

｢『

出
淵
勝
次
日
記』

(

二)

―
大
正
十
二
年
〜
大
正
十
五
年｣

『

国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要』

第
八
五
輯

(

二
〇
〇

〇
年
三
月)

一
九
二
四
年
一
一
月
一
〇
日
の
条
。

(


)

前
掲
、『

吉
沢
清
次
郎
氏
談
話
速
記
録』

六
四
頁
。

戦前日本外務省の人事と組織
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(

�)

田
尻
愛
義

『

田
尻
愛
義
回
想
録
―
半
生
を
か
け
た
中
国
外
交
の
記
録』

(

原
書
房
、
一
九
七
七
年)

一
一
〜
一
二
頁
を
参
照
。

(
�)

前
掲
、
千
葉

『

旧
外
交
の
形
成』

二
〇
頁
を
参
照
。

(
�)
芳
沢
謙
吉

『

外
交
六
十
年』

(

中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年)

四
七
頁
を
参
照
。

(

�)
前
掲
、『

小
幡
酉
吉』

一
九
三
頁
を
参
照
。

(

�)

同
じ
く
小
幡
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
大
戦
中
の
一
九
一
六
年
に
彼
が
政
務
局
長
に
就
任
し
た
頃
に
は

｢

外
務
省
内
部
の
仕
事
の
進
め
方

は
各
局
と
も
課
長
中
心
主
義｣

に
な
っ
て
い
た
と
い
う

(

同
前
、
一
九
七
頁)

。

(

�)

省
内
に
お
い
て
最
有
力
と
目
さ
れ
た
政
務
局
第
一
課
は
、
官
制
上
は
ア
ジ
ア
地
域
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、｢

直
接
支
那
に
関

す
る
問
題
の
ほ
か
日
英
同
盟
関
係
も
管
掌
し｣

て
い
た
と
い
う

(

前
掲

『

澤
田
節
蔵
回
想
録』

二
二
頁)

。

(

�)

前
掲
、『

外
務
省
の
百
年』
上
、
一
〇
一
二
〜
一
〇
一
三
頁
を
参
照
。

(

�)
『

鈴
木
九
萬
氏
談
話
速
記
録』

(
内
政
史
研
究
会
、
一
九
七
四
年)

三
六
〜
三
七
頁
。

(

	)

坂
野
正
高

｢

外
務
省｣

『

日
本
外
交
史
辞
典』

新
版

(

山
川
出
版
社
、
一
九
九
二
年)

一
六
四
頁
を
参
照
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
方
で
満

洲
事
変
さ
な
か
に
次
官
に
就
任
し
た
重
光
葵
は
、
自
身
の
次
官
就
任
を
契
機
と
し
て

｢

毎
朝
局
部
長
を
幹
部
会
に
招
集
し
て
省
内
の
統
制
及
び

政
策
の
統
一
を
は
か
っ
た｣

と
回
想
し
て
い
る

(

重
光
葵

『

外
交
回
想
録』

毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
三
年
、
一
七
一
頁)

。
し
か
し
他
方
で
、

同
時
期
に
欧
米
局
長
に
就
任
し
た
東
郷
茂
徳
の
回
想
に
よ
れ
ば
、｢

満
洲
事
変
関
係
の
主
管
局
長
で
あ
つ
た
谷
亜
細
亜
局
長
に
対
し
、
事
変
関

係
諸
案
件
は
欧
米
諸
国
と
の
関
係
に
重
大
影
響
が
あ
る
か
ら
、
今
後
は
右
に
関
す
る
重
要
事
項
は
決
定
前
に
欧
米
局
に
も
書
類
を
送
付
せ
ら
れ

た
き
を
述
べ｣

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

(

東
郷
茂
徳

『

時
代
の
一
面』

(

原
書
房
、
一
九
八
五
年
、
八
二
頁)

。
ま
た
、
重
光
が
次
官

を
退
い
た
の
ち
に
欧
亜
局
長
に
就
任
し
た
西
春
彦
は
、｢

毎
週
局
部
長
連
か
ら
成
る
幹
部
会
議
を
や
っ
て
も
情
報
交
換
ぐ
ら
い
で
、
政
策
問
題

は
討
議
し
な｣

か
っ
た
と
い
い

(

西
春
彦

『

回
想
の
日
本
外
交』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
九
八
〜
九
九
頁)

、
亜
米
利
加
局
長
と
し
て
日

米
交
渉
を
主
管
し
た
寺
崎
太
郎
も
南
部
仏
印
進
駐
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
は

｢

南
洋
局
長
斎
藤
音
次
の
主
管
事
項
で
あ｣

っ
て
、｢

私

に
は
知
ら
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た｣

と
回
想
し
て
い
る

(

寺
崎
太
郎

『

れ
い
め
い

日
本
外
交
回
想
録』

中
央
公
論
事
業
出
版
、
一
九
八
二
年
、

一
九
〇
頁)

。
こ
う
し
た
背
景
に
は
省
内
の
派
閥
対
立
も
絡
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
重
光
が
意
図
し
た
幹
部
会
は
省
内
の
意

思
決
定
機
関
と
し
て
定
着
せ
ず
、
局
単
位
で
関
係
事
項
を
専
管
す
る
体
制
が
つ
づ
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

論 説
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(

�)

前
掲
、『

外
務
省
の
百
年』

上
、
二
五
七
、
二
六
〇
頁
を
参
照
。

(
�)

戦
後
の
条
約
局
長(

現
在
は
国
際
法
局
長)

就
任
者
も
人
事
課
長
経
験
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
人
事
の
面
か
ら
組
織
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
人
事
課
長
の
影
響
力
の
強
さ
か
ら
同
課
長
経
験
の
多
さ
は
条
約
局
長
の
省
内
に
お
け
る
地
位
の
高
さ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
る

(

前
掲
、
竹
本

｢

戦
後
日
本
に
お
け
る
外
務
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス｣

四
〇
六
頁
を
参
照)

。
し
か
し
、
本
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
地

域
局
優
位
の
戦
前
外
務
省
に
あ
っ
て
条
約
局
長
の
省
内
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
こ
の
推
論
は
妥
当
し
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

川
村
建
一

｢
外
務
畑
の
人
材｣

『

週
刊
朝
日』

(

一
九
三
五
年
一
一
月
一
〇
日
号)

守
島
康
彦
編

『

昭
和
の
動
乱
と
守
島
伍
郎
の
生
涯』

(

葦

書
房
、
一
九
八
五
年)
一
三
一
頁
。
実
際
、
三
谷
隆
信
も
条
約
局
長
時
代
に
満
洲
国
の
治
外
法
権
撤
廃
問
題
に
つ
い
て
の
了
解
を
得
る
た
め
に

｢

枢
密
顧
問
官
を
歴
訪
し｣
た
と
回
想
し
て
い
る(

三
谷
隆
信『

回
顧
録

侍
従
長
の
昭
和
史』

中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
六
頁)

。

(

�)

三
谷
太
一
郎

『

大
正
期
の
枢
密
院』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年)

三
四
〜
四
六
頁
を
参
照
。

(

�)

吉
沢
が
長
岡
春
一
条
約
局
長
に
つ
い
て

｢

い
わ
ゆ
る
法
律
家
で
す
よ
ね｣

と
回
想
し
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
条
約
局
長
の
専
門
性
を
物
語

る
も
の
で
あ
る

(

前
掲
、『

吉
沢
清
次
郎
氏
談
話
速
記
録』

七
三
頁)

。

(

�)

堀
内
干
城

『

中
国
の
嵐
の
中
で』

(

乾
元
社
、
一
九
五
〇
年)

四
一
〜
四
三
頁
。

(

�)

同
前
、
四
四
頁
。

(

�)

前
掲
、『

外
務
省
の
百
年』

上
、
一
〇
二
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、
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『
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と
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の
日
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〇
八
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参
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。
(
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馬
場
明

｢
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変
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『

国
際
政
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第
三
七
号

(
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六
八
年
一
〇
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照
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(
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前
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、
熊
本

『

大
戦
間
期
の
対
中
国
文
化
外
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二
四
三
頁
を
参
照
。
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表 1：外交官出身の外務大臣

在職期間 外務大臣 外交官出身
1885/12/22～87/9/16
88/2/1～89/12/24
89/12.24～91/5/29
91/5/29～92/8/8
92/8/8～96/5/30
96/5/30～96/9/22
96/9/22～97/11/6
97/11/6～98/6/30
98/6/30～98/11/8
98/11/8～1900/10/19

1900/10/19～01/6/2
01/9/21～06/1/7
06/1/7～06/3/3
06/5/19～08/7/14
08/8/27～11/8/30
11/10/16～12/12/21
12/12/21～13/2/20
13/1/29～13/2/20
13/2/20～14/4/16
14/4/16～15/8/10
15/8/10～15/10/13
15/10/13～16/10/9
16/11/21～18/4/23
18/4/23～18/9/29
18/9/29～23/9/2
23/9/2～23/9/19
23/9/19～24/1/7
24/1/7～24/6/11
24/6/11～27/4/20
27/4/20～29/7/2
29/7/2～31/12/13
31/12/13～32/1/14
32/1/14～32/5/26
32/5/26～32/7/6
32/7/6～33/9/14
33/9/14～36/3/9
36/3/9～36/4/2
36/4/2～37/2/2
37/3/3～37/6/4
37/6/4～38/5/26
38/5/26～38/9/30
38/9/30～38/10/29
38/10/29～39/8/30
39/8/30～39/9/25
39/9/25～40/1/16
40/1/16～40/7/22
40/7/22～41/7/18
41/7/18～41/10/18
41/10/18～42/9/1
42/9/1～42/9/17
42/9/17～43/4/20
43/4/20～45/4/7
45/4/7～45/4/9
45/4/9～45/8/17

井上馨
大隈重信
青木周蔵
榎本武揚
陸奥宗光
西園寺公望
大隈重信
西徳二郎
大隈重信
青木周蔵
加藤高明
小村寿太郎
加藤高明
林董
小村寿太郎
内田康哉
桂太郎
加藤高明
牧野伸顕
加藤高明
大隈重信
石井菊次郎
本野一郎
後藤新平
内田康哉
山本権兵衛
伊集院彦吉
松井慶四郎
幣原喜重郎
田中義一
幣原喜重郎
犬養毅
芳沢謙吉
斎藤実
内田康哉
広田弘毅
広田弘毅
有田八郎
佐藤尚武
広田弘毅
宇垣一成
近衛文麿
有田八郎
阿部信行
野村吉三郎
有田八郎
松岡洋右
豊田貞次郎
東郷茂徳
東条英機
谷正之
重光葵
鈴木貫太郎
東郷茂徳

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

合 計 54 35

％ 64.8
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本省部局長経験

条約局長 通商局長 情報部長
文化事業
部長

調査部/
局長

亜米利加
局長

1

1

1

1

0 0 4 0 0 0
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表 2：大臣就任者の

本省部局 次官 政務局長
地域局

亜細亜/
東亜局長

欧米/
欧亜局長

在職期間 外務大臣 合格年次
1889/12.24～91/5/29 青木周蔵 1873※ 1
91/5/29～92/8/8 榎本武揚 1874※
92/8/8～96/5/30 陸奥宗光 1886※
97/11/6～98/6/30 西徳二郎 1876※
98/11/8～1900/10/19 青木周蔵 1873※ 1
1900/10/19～01/6/2 加藤高明 1887※ 1
01/9/21～06/1/7 小村寿太郎 1884※ 1 1
06/1/7～06/3/3 加藤高明 1887※ 1
06/5/19～08/7/14 林董 1871※ 1
08/8/27～11/8/30 小村寿太郎 1884※ 1 1
11/10/16～12/12/21 内田康哉 1887※1 1 1
13/1/29～13/2/20 加藤高明 1887※ 1
13/2/20～14/4/16 牧野伸顕 1879※
14/4/16～15/8/10 加藤高明 1887※ 1
15/10/13～16/10/9 石井菊次郎 1890※1 1
16/11/21～18/4/23 本野一郎 1890※1
18/9/29～23/9/2 内田康哉 1887※1 1 1
23/9/19～24/1/7 伊集院彦吉 1890※1
24/1/7～24/6/11 松井慶四郎 1889※1 1
24/6/11～27/4/20 幣原喜重郎 1896 1
29/7/2～31/12/13 幣原喜重郎 1896 1
32/1/14～32/5/26 芳沢謙吉 1899 1 1
32/7/6～33/9/14 内田康哉 1890※1 1 1
33/9/14～36/3/9 広田弘毅 1906 1
36/4/2～37/2/2 有田八郎 1909 1 1
37/3/3～37/6/4 佐藤尚武 1905
37/6/4～38/5/26 広田弘毅 1906 1
38/10/29～39/8/30 有田八郎 1909 1 1
40/1/16～40/7/22 有田八郎 1909 1 1
40/7/22～41/7/18 松岡洋右 1904
41/10/18～42/9/1 東郷茂徳 1912 1
42/9/17～43/4/20 谷正之 1913 1 1
43/4/20～45/4/7 重光葵 1911 1
45/4/9～45/8/17 東郷茂徳 1912 1

合 計 34 17 10 5 4

※試補制度以前の出仕者・入省者
※1試補制度による入省者
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本省部局長経験

条約局長 通商局長 情報部長
文化事業
部長

調査部/
局長

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
2 8 1 0 1
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表 3：次官就任者の

本省部局 政務局長
地域局

亜細亜/
東亜局長

欧米/
欧亜局長

亜米利加
局長

在職期間 外務次官 合格年次
1886/3/4～89/12/24 青木周蔵 1873※
89/12/26～91/6/15 岡部長職 1886※
91/6/15～95/5/21 林董 1871※
95/5/21～96/6/11 原敬 1882※
96/6/11～98/9/13 小村寿太郎 1884※ 1
98/9/13～98/11/8 鳩山和夫 1885※
98/11/8～99/4/20 都筑馨六 1886※
99/6/17～1900/6/16 高平小五郎 1876※
1900/6/16～00/10/19 浅田徳則 1874※
00/10/22～01/9/21 内田康哉 1887※1 1
01/11/27～08/6/6 珍田捨巳 1886※1
08/6/6～12/5/8 石井菊次郎 1890※1
12/5/8～13/2/1 倉知鉄吉 1896※2 1
13/2/1～15/10/29 松井慶四郎 1889※1
15/10/29～19/9/11 幣原喜重郎 1896
19/9/11～22/12/23 埴原正直 1898 1
22/12/23～23/9/26 田中都吉 1898
23/9/26～24/12/18 松平恒雄 1902 1
24/12/18～28/7/24 出淵勝次 1902 1
28/7/24～30/12/6 吉田茂 1906
30/12/6～32/5/10 永井松三 1902
32/5/10～33/5/16 有田八郎 1909 1
33/5/16～36/4/10 重光葵 1911
36/4/10～38/10/15 堀内謙介 1911 1
38/10/15～39/9/26 沢田廉三 1914
39/9/26～40/7/25 谷正之 1913 1
40/11/12～41/7/21 大橋忠一 1918
41/8/15～41/10/21 天羽英二 1912
41/10/21～42/9/1 西春彦 1918 1
42/9/18～42/11/1 山本熊一 1919※3 1
42/11/1～44/10/21 松本俊一 1919※3
44/10/21～45/5/13 沢田廉三 1914
45/5/13～45/9/25 松本俊一 1919※3
合 計 33 4 4 2 1

※試補制度以前の出仕者・入省者
※1試補制度による入省者
※2文官高等試験合格者
※3高等試験行政科合格者
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課長経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1 1

1

1

1
1 1 1

2

2
0 5 4 2 0 1
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表 4：次官就任者の

本省部局 大臣官房 政務局長
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

在職期間 外務次官 合格年次
1886/3/4～89/12/24 青木周蔵 1873※ 1
89/12/26～91/6/15 岡部長職 1886※
91/6/15～95/5/21 林董 1871※
95/5/21～96/6/11 原敬 1882※
96/6/11～98/9/13 小村寿太郎 1884※
98/9/13～98/11/8 鳩山和夫 1885※
98/11/8～99/4/20 都筑馨六 1886※
99/6/17～1900/6/16 高平小五郎 1876※
1900/6/16～00/10/19 浅田徳則 1874※
00/10/22～01/9/21 内田康哉 1887※1 1
01/11/27～08/6/6 珍田捨巳 1886※1 1
08/6/6～12/5/8 石井菊次郎 1890※1 1
12/5/8～13/2/1 倉知鉄吉 1896※2
13/2/1～15/10/29 松井慶四郎 1889※1
15/10/29～19/9/11 幣原喜重郎 1896 1
19/9/11～22/12/23 埴原正直 1898 1
22/12/23～23/9/26 田中都吉 1898
23/9/26～24/12/18 松平恒雄 1902
24/12/18～28/7/24 出淵勝次 1902 1
28/7/24～30/12/6 吉田茂 1906
30/12/6～32/5/10 永井松三 1902 1
32/5/10～33/5/16 有田八郎 1909
33/5/16～36/4/10 重光葵 1911
36/4/10～38/10/15 堀内謙介 1911 1 1
38/10/15～39/9/26 沢田廉三 1914 1
39/9/26～40/7/25 谷正之 1913 2
40/11/12～41/7/21 大橋忠一 1918
41/8/15～41/10/21 天羽英二 1912
41/10/21～42/9/1 西春彦 1918 1
42/9/18～42/11/1 山本熊一 1919※3
42/11/1～44/10/21 松本俊一 1919※3 1
44/10/21～45/5/13 沢田廉三 1914 1
45/5/13～45/9/25 松本俊一 1919※3 1
合 計 33 10 2 2 2

※試補制度以前の出仕者・入省者
※1試補制度による入省者
※2文官高等試験合格者
※3高等試験行政科合格者
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大公使経験

米州 アジア

伊国 露国 土国 墺国＊ 米国 伯国 中国 朝鮮

1 1
1

1

1 1 1

1 1
1 1 1 1

1 1 1

1 1

1
1 1 1 1

1 1

1
1

1
1 1 1 1
1

1

1
1
1

1

1 1
1

2 13 0 4 8 0 12 2
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表 5：大臣就任者の

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国

在職期間 外務大臣 合格年次
1889/12/24～91/5/29 青木周蔵 1873※ 1
91/5/29～92/8/8 榎本武揚 1874※
92/8/8～96/5/30 陸奥宗光 1886※
97/11/6～98/6/30 西徳二郎 1876※
98/11/8～1900/10/19 青木周蔵 1873※ 1 1
1900/10/19～01/6/2 加藤高明 1887※ 1
01/9/21～06/1/7 小村寿太郎 1884※
06/1/7～06/3/3 加藤高明 1887※ 1
06/5/19～08/7/14 林董 1871※ 1
08/8/27～11/8/30 小村寿太郎 1884※ 1
11/10/16～12/12/21 内田康哉 1887※1
13/1/29～13/2/20 加藤高明 1887※ 2
13/2/20～14/4/16 牧野伸顕 1879※
14/4/16～15/8/10 加藤高明 1887※ 2
15/10/13～16/10/9 石井菊次郎 1890※1 1
16/11/21～18/4/23 本野一郎 1890※1 1 1
18/9/29～23/9/2 内田康哉 1887※1
23/9/19～24/1/7 伊集院彦吉 1890※1
24/1/7～24/6/11 松井慶四郎 1889※1 1
24/6/11～27/4/20 幣原喜重郎 1896
29/7/2～31/12/13 幣原喜重郎 1896
32/1/14～32/5/26 芳沢謙吉 1899 1
32/7/6～33/9/14 内田康哉 1890※1
33/9/14～36/3/9 広田弘毅 1906
36/4/2～37/2/2 有田八郎 1909 1
37/3/3～37/6/4 佐藤尚武 1905 1 1
37/6/4～38/5/26 広田弘毅 1906
38/10/29～39/8/30 有田八郎 1909 1
40/1/16～40/7/22 有田八郎 1909 1
40/7/22～41/7/18 松岡洋右 1904
41/10/18～42/9/1 東郷茂徳 1912 1
42/9/17～43/4/20 谷正之 1913
43/4/20～45/4/7 重光葵 1911 1
45/4/9～45/8/17 東郷茂徳 1912 1

合 計 34 10 5 5 4

※試補制度以前の出仕者・入省者
※1試補制度による入省者
＊1920 年 12 月に公使館として再開されて以後は集計に含めていない｡
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在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 朝鮮 その他

1
1

1 2 1

1
1 2 1

1 2 3

1

2 1

1 2 3
1 4 2

3 2 3
1 1 2 2
1 1 2 2

2 3 1
1 2 3

1 1 1
1 2 2 1 2 1

1 1 1 2
1 1 1

1 2 2 1 2 1
1 2 2 1 2 1

2 2 1
2 1 1

1 1 1 1
1 4 1

2 1 1
0 0 5 2 5 0 9 0 1 0 23 7 0 0 36 12 1 11 5 7 3 0
0.0 0.0 2.3 0.9 2.3 0.0 4.2 0.0 0.4 0.0 10.7 3.2 0.0 0.0 16.9 5.6 0.4 5.1 2.3 3.2 1.4 0.0
0.0 3.2 2.3 4.2 0.4 14.0 0.0 22.5 6.1 5.6 1.4

14.0 0.0 28.1 5.6 1.4
0.0 35.2
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表 6：大臣就任者の

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 外務大臣 合格年次

1889/12.24～91/5/29 青木周蔵 1873※ 2
91/5/29～92/8/8 榎本武揚 1874※ 1
92/8/8～96/5/30 陸奥宗光 1886※
97/11/6～98/6/30 西徳二郎 1876※ 2
98/11/8～1900/10/19 青木周蔵 1873※ 1 3
1900/10/19～01/6/2 加藤高明 1887※ 1
01/9/21～06/1/7 小村寿太郎 1884※
06/1/7～06/3/3 加藤高明 1887※ 1
06/5/19～08/7/14 林董 1871※ 1 1
08/8/27～11/8/30 小村寿太郎 1884※ 1
11/10/16～12/12/21 内田康哉 1887※1 2
13/1/29～13/2/20 加藤高明 1887※ 2
13/2/20～14/4/16 牧野伸顕 1879※ 2
14/4/16～15/8/10 加藤高明 1887※ 2
15/10/13～16/10/9 石井菊次郎 1890※1 1
16/11/21～18/4/23 本野一郎 1890※1 1 1 2
18/9/29～23/9/2 内田康哉 1887※1 2 1
23/9/19～24/1/7 伊集院彦吉 1890※1 2 1
24/1/7～24/6/11 松井慶四郎 1889※1 1 2
24/6/11～27/4/20 幣原喜重郎 1896 1 1
29/7/2～31/12/13 幣原喜重郎 1896 1 1
32/1/14～32/5/26 芳沢謙吉 1899 1 1 1
32/7/6～33/9/14 内田康哉 1890※1 2 1
33/9/14～36/3/9 広田弘毅 1906 2 1
36/4/2～37/2/2 有田八郎 1909 1 1 1
37/3/3～37/6/4 佐藤尚武 1905 3 1 3
37/6/4～38/5/26 広田弘毅 1906 2 1
38/10/29～39/8/30 有田八郎 1909 1 1 1
40/1/16～40/7/22 有田八郎 1909 1 1 1
40/7/22～41/7/18 松岡洋右 1904 1
41/10/18～42/9/1 東郷茂徳 1912 3 1
42/9/17～43/4/20 谷正之 1913 2 1
43/4/20～45/4/7 重光葵 1911 3 2 1
45/4/9～45/8/17 東郷茂徳 1912 3 1

合 計 31 6 10 0 5 0 13 1 3 0 17 0
勤務国別・業務区分別歴任率 (％) 14.5 2.8 4.6 0.0 2.3 0.0 6.1 0.4 1.4 0.0 7.9 0.0

勤務国別歴任率 (％) 17.3 4.6 2.3 6.5 1.4 7.9
勤務地域別歴任率① (％) 50.7
勤務地域別歴任率② (％) 64.7
大公使館勤務 (％) 78.4
領事館勤務 (％) 21.5

※試補制度以前の出仕者・入省者 ※1試補制度による入省者
＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称
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在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 朝鮮 その他

1
1 1

1 1 1 1 1
1
1 2

1 2 1 1 1
2 1

3 2 3
1 1 1 2

4 1 1 1
1 3 1 2

1 1
2 1 1

2 3
1 1 3
1 2 1 1 2 1

1 3 1
1 1 1 1
1 2 3

1 1 1 1
2 2 2 1 2

3 1 1 1 2
1 1 1

1 2
1 2 1

1 2 3 1
1 2 1

1 0 4 3 3 0 3 0 5 0 19 19 5 0 27 11 4 10 6 5 2 2
0.5 0.0 2.0 1.5 1.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 9.6 9.6 2.5 0.0 13.7 5.5 2.0 5.0 3.0 2.5 1.0 1.0
0.5 3.5 1.5 1.5 2.5 19.2 2.5 19.2 7.1 5.5 2.0

2.5 26.3 5.5 2.0
2.5 34.0
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表 7：次官就任者の

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 外務次官 合格年次

1886/3/4～89/12/24 青木周蔵 1873※ 2
89/12/26～91/6/15 岡部長職 1886※ 1
91/6/15～95/5/21 林董 1871※
95/5/21～96/6/11 原敬 1882※ 1
96/6/11～98/9/13 小村寿太郎 1884※
98/9/13～98/11/8 鳩山和夫 1885※
98/11/8～99/4/20 都筑馨六 1886※ 1
99/6/17～1900/6/16 高平小五郎 1876※ 1
1900/6/16～00/10/19 浅田徳則 1874※
00/10/22～01/9/21 内田康哉 1887※1 2
01/11/27～08/6/6 珍田捨巳 1886※1 1
08/6/6～12/5/8 石井菊次郎 1890※1 1
12/5/8～13/2/1 倉知鉄吉 1896※2 2
13/2/1～15/10/29 松井慶四郎 1889※1 1 1
15/10/29～19/9/11 幣原喜重郎 1896 1 1
19/9/11～22/12/23 埴原正直 1898
22/12/23～23/9/26 田中都吉 1898
23/9/26～24/12/18 松平恒雄 1902 3 1
24/12/18～28/7/24 出淵勝次 1902 3
28/7/24～30/12/6 吉田茂 1906 1 1
30/12/6～32/5/10 永井松三 1902 1 1
32/5/10～33/5/16 有田八郎 1909 1 1
33/5/16～36/4/10 重光葵 1911 2 2
36/4/10～38/10/15 堀内謙介 1911 3 1
38/10/15～39/9/26 沢田廉三 1914 2 3
39/9/26～40/7/25 谷正之 1913 2 1
40/11/12～41/7/21 大橋忠一 1918
41/8/15～41/10/21 天羽英二 1912 2 1 1 2
41/10/21～42/9/1 西春彦 1918 4
42/9/18～42/11/1 山本熊一 1919※3 1
42/11/1～44/10/21 松本俊一 1919※3 2 1
44/10/21～45/5/13 沢田廉三 1914 2 4
45/5/13～45/9/25 松本俊一 1919※3 2 1

合 計 23 4 18 0 3 0 9 1 3 0 7 0
勤務国別・業務区分別歴任率 (％) 11.6 2.0 9.1 0.0 1.5 0.0 4.5 0.5 1.5 0.0 3.5 0.0

勤務国別歴任率 (％) 13.7 9.1 1.5 5.0 1.5 3.5
勤務地域別歴任率① (％) 44.1
勤務地域別歴任率② (％) 63.4
大公使館勤務 (％) 72.0
領事館勤務 (％) 27.9

※試補制度以前の出仕者・入省者 ※1試補制度による入省者 ※2文官高等試験合格者
※3高等試験行政科合格者 ＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称
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の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1
1

1
1 2

0 0 2 0 0 0
0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
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表 8：政務局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 政務局長 合格年次

1891/8/16～94/7/28 栗野慎一郎 1881※
94/7/28～94/12/28 加藤高明 1887※ 1 2
94/12/28～95/10/17 小村寿太郎 1884※
95/10/22～98/10/29 中田敬義 1876※ 2
98/10/29～98/11/12 早川鉄冶 1885※
98/11/12～1901/9/21 内田康哉 1887※1 1
1901/12/23～08/6/6 山座円次郎 1892※1 1
08/6/6～12/5/8 倉知鉄吉 1896※2 1 1
12/5/8～13/9/2 阿部守太郎 1896※2 3
13/10/13～16/11/30 小池張造 1896 1
16/11/30～18/10/29 小幡酉吉 1898
19/10/29～19/9/11 埴原正直 1898 1
19/9/11～19/10/23 芳沢謙吉 1899 1 1 2
42/11/1～45/5/23 上村伸一 1920 1 1
45/5/23～45/9/28 安東義良 1921 1

合 計 13 13 5 0 0
歴任率 (％) 65.0 25.0 0.0 0.0

※試補制度以前の出仕者・入省者
※1試補制度による入省者
※2文官高等試験合格者
網掛けは再設置後の政務局長就任者であるため集計からは除外している｡
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の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 朝鮮 その他

1
1

1 2
1 2 3

1
1 2 1 1 1

2
4 1 1 1

1 3 1
1 2

2 2 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 9 5 0 2 4 3 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 6.0 0.0 0.0 18.0 10.0 0.0 4.0 8.0 6.0 0 0
0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 16.0 0.0 28.0 4.0 14.0 0.0

16.0 0.0 32.0 14.0 0.0
0.0 46.0
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表 9：政務局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 政務局長 合格年次

1891/8/16～94/7/28 栗野慎一郎 1881※
94/7/28～94/12/28 加藤高明 1887※ 1
94/12/28～95/10/17 小村寿太郎 1884※
95/10/22～98/10/29 中田敬義 1876※ 2
98/10/29～98/11/12 早川鉄冶 1885※
98/11/12～1901/9/21 内田康哉 1887※1 2
1901/12/23～08/6/6 山座円次郎 1892※1 2
08/6/6～12/5/8 倉知鉄吉 1896※2 2
12/5/8～13/9/2 阿部守太郎 1896※2 1
13/10/13～16/11/30 小池張造 1896 4
16/11/30～18/10/29 小幡酉吉 1898 2
19/10/29～19/9/11 埴原正直 1898
19/9/11～20/10/23 芳沢謙吉 1899 1 1
42/11/1～45/5/23 上村伸一 1920 3 1 1 1
45/5/23～45/9/28 安東義良 1921 1 1 1

合 計 15 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
勤務国別・業務区分別歴任率 (％) 30.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

勤務国別歴任率 (％) 32.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
勤務地域別歴任率① (％) 38.0
勤務地域別歴任率② (％) 54.0
大公使館勤務 (％) 72.0
領事館勤務 (％) 28.0

※試補制度以前の出仕者・入省者
※1試補制度による入省者
※2文官高等試験合格者
＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称
網掛けは再設置後の政務局長就任者であるため集計からは除外している｡
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の本省勤務経験

情報部
文化
事業部

調査部/
局

合 計

20 100.0
3 11.5 0 0.0 0 0.0 25 100.0
2 9.5 0 0.0 2 9.5 20 100.0
0 0.0 0 0.0 1 12.5 8 100.0

の在外勤務経験

米 州 アジア
合 計

瑞西 その他
連盟/
会議＊1

米国 中南米 中国 満洲 その他

0 0.0 1 2.0 0 0.0 8 16.0 0 0.0 14 28.0 2 4.0 7 14.0 50 100.0
0 0.0 3 3.7 0 0.0 16 20.0 2 2.5 22 27.5 13 16.2 4 5.0 80 100.0
4 6.4 1 1.6 5 8.0 5 8.0 0 0.0 10 16.0 4 6.4 0 0.0 62 100.0
0 0.0 1 3.3 0 0.0 7 23.3 0 0.0 4 13.3 2 6.6 0 0.0 30 100.0

の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1

1
1

1

1
1 1 1 1

0 1 5 3 0 0
0.0 3.8 19.2 11.5 0.0 0.0
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表 10：地域局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

条約局 通商局亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

亜米利加
局

勤務経験 歴任率％
政務局長 13 65.0 5 25.0 2 10.0

亜細亜/東亜局長 2 7.6 7 26.9 6 23.0 2 7.6 0 0.0 1 3.8 5 19.2
欧米/欧亜局長 2 9.5 0 0.0 1 4.7 4 19.0 0 0.0 4 19.0 6 28.5
亜米利加局長 1 12.5 1 12.5 0 0.0 4 50.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0

表 11：地域局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国 土国 蘭国

勤務経験 歴任率％
政務局長 16 32.0 0 0.0 0 0.0 2 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

亜細亜/東亜局長 6 7.5 5 6.2 3 3.7 4 5.0 0 0.0 0 0 1 1.2 1 1.2
欧米/欧亜局長 8 12.8 5 8.0 1 1.6 5 8.0 5 8.0 9 14.5 1 1.6 0 0.0
亜米利加局長 10 33.3 1 3.3 1 3.3 1 3.3 3 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

＊1 国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称

表 12：亜細亜／東亜局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 亜細亜/東亜局長 合格年次

1920/10/23～23/5/31 芳沢謙吉 1899 1 1 2
23/5/31～24/12/18 出淵勝次 1902 1
25/2/10～27/9/13 木村鋭市 1908 1 1 1
27/9/13～30/10/31 有田八郎 1909 1
30/10/31～33/8/1 谷正之 1913 2 1
33/8/1～37/1/27 桑島主計 1911 1 1
37/4/5～37/5/11 森島守人 1919 1
37/5/11～38/11/9 石射猪太郎 1915
38/11/9～39/10/16 栗原正 1915 1 1
39/10/18～40/9/2 堀内干城 1918
40/9/2～/42/9/18 山本熊一 1919※3
合 計 11 2 7 6 2

歴任率 (％) 7.6 26.9 23.0 7.7

※3 高等試験行政科合格者
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の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 その他

1 3 1
2 1 1 1
2 1
1 2 1 1 2

1 1
1 3 3 1 1
2 2
1 1 2 3 1 1

3 2 1 3
3 3

1 2
1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 10 6 2 0 6 16 3 10 2 2
1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 12.5 7.5 2.5 0.0 7.5 20.0 3.7 12.5 2.5 2.5
1.2 1.2 0.0 3.7 0.0 20.0 2.5 27.5 16.2 5.0

20.0 2.5 43.7 5.0
2.5 48.7

の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1 2

1 1

1
1

1 2 1
1 2

0 4 6 2 0 2
0.0 19.0 28.5 9.5 0.0 9.5
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表 13：亜細亜／東亜局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 亜細亜/東亜局長合格年次

1920/10/23～23/5/31 芳沢謙吉 1899 1 1
23/5/31～24/12/18 出淵勝次 1902 3
25/2/10～27/9/13 木村鋭市 1908 2 2
27/9/13～30/10/31 有田八郎 1909 1
30/10/31～33/8/1 谷正之 1913 2 1
33/8/1～37/1/27 桑島主計 1911
37/4/5～37/5/11 森島守人 1919
37/5/11～38/11/9 石射猪太郎 1915 1
38/11/9～39/10/16 栗原正 1915 1 1
19/10/18～40/9/2 堀内干城 1918 1
40/9/2～/42/9/18 山本熊一 1919※3 1

合 計 4 2 4 1 3 0 3 1 0 0 0 0
勤務国別・業務区分別歴任率 (％) 5.0 2.5 5.0 1.2 3.7 0.0 3.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

勤務国別歴任率 (％) 7.5 6.2 3.7 5.0 0.0 0.0
勤務地域別歴任率① (％) 28.7
勤務地域別歴任率② (％) 48.7
大公使館勤務 (％) 52.5
領事館勤務 (％) 47.5

※3 高等試験行政科合格者
＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称

表 14：欧米／欧亜局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 欧米/欧亜局長 合格年次

1920/11/13～23/9/26 松平恒雄 1902
23/9/26～26/11/22 広田弘毅 1906
26/11/22～31/1/17 堀田正昭 1910 1
31/1/17～32/11/7 松島肇 1907 1
33/2/1～37/10/27 東郷茂徳 1912 1 1
37/10/27～39/6/6 井上庚二郎 1917 1
39/6/6～40/9/12 西春彦 1918 1
40/9/12～42/5/29 坂本瑞男 1920
42/5/29～42/11/1 安東義良 1921 1
合 計 9 2 0 1 4

歴任率 (％) 9.5 0.0 4.7 19.0
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の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 その他

1 1
1 1

2
1 2

2 1 1
1 1 1
1 1 1

3 1
2 2 2

0 0 0 0 4 0 1 0 5 0 3 2 0 0 7 3 0 4 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 1.6 0.0 8.0 0.0 4.8 3.2 0.0 0.0 11.2 4.8 0.0 6.4 0.0 0.0
0.0 0.0 6.4 1.6 8.0 8.0 0.0 16.0 6.4 0.0

8.0 0.0 22.5 0.0
0.0 22.5

の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1 1
0 1 0 0 0 1
0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5
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表 15：欧米／欧亜局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 欧米/欧亜局長合格年次

1920/11/13～23/9/26 松平恒雄 1902 3
23/9/26～26/11/22 広田弘毅 1906 2
26/11/22～31/1/17 堀田正昭 1910 1 2 2
31/1/17～32/11/7 松島肇 1907 1 4 1
33/2/1～37/10/27 東郷茂徳 1912 2
37/10/27～39/6/6 井上庚二郎 1917 1 2 1
39/6/6～40/9/12 西春彦 1918 3
40/9/12～42/5/29 坂本瑞男 1920 2 1 2
42/5/29～42/11/1 安東義良 1921 1 1 1

合 計 6 2 5 0 1 0 5 0 5 0 8 1
勤務国・業務区分別歴任率 (％) 9.6 3.2 8.0 0.0 1.6 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 12.9 1.6

勤務国別歴任率 (％) 12.8 8.0 1.6 8.0 8.0 14.5
勤務地域別歴任率① (％) 69.3
勤務地域別歴任率② (％) 77.4
大公使館勤務 (％) 80.6
領事館勤務 (％) 19.3

＊1 国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称

表 16：亜米利加局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 亜米利加局長 合格年次

1934/6/1～36/4/10 堀内謙介 1911 1 1
36/5/30～37/4/5 岡本季正 1918 1 1 1
37/4/5～40/9/12 吉沢清次郎 1917 1
40/9/12～41/10/28 寺崎太郎 1921
合 計 4 1 1 0 4

歴任率 (％) 12.5 12.5 0.0 50.0
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の本省勤務経験

情報部
文化
事業部

調査部/
局

合 計

0 0.0 0 0.0 2 7.1 20 100.0
2 3.9 0 0.0 3 5.8 51 100.0
3 18.7 0 0.0 0 0.0 16 100.0
0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 100.0
0 0.0 0 0.0 5 26.3 19 100.0

の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 その他

1 1 1 1
2 1
1 2 1 1

1 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 1 3 1 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 13.3 10.0 0.0 0.0 3.3 10.0 3.3 3.3 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 23.3 0.0 13.3 6.6 0.0

23.3 0.0 20.0 0.0
0.0 20.0

の在外勤務経験

米 州 アジア
合 計

瑞西 その他
連盟/
会議＊1

米国 中南米 中国 満洲 その他

4 4.9 2 2.4 8 9.8 4 4.9 5 6.1 6 7.4 1 8.6 0 0.0 81 100.0
1 0.0 7 5.5 1 0.7 33 26.1 7 5.5 14 11.1 5 3.9 21 16.6 126 100.0
2 5.2 0 0.0 0 0.0 10 26.3 0 0.0 9 23.6 2 5.2 1 2.6 38 100.0
0 0.0 3 13.0 0 0.0 3 13.0 0 0.0 1 4.3 5 21.7 1 4.3 23 100.0
0 0.0 3 4.4 0 0.0 7 10.4 0 0.0 20 29.8 8 11.9 8 11.9 67 100.0
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表 17：亜米利加局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 亜米利加局長 合格年次

1934/6/1～36/4/10 堀内謙介 1911 3 1
36/5/30～37/4/5 岡本季正 1918 2
37/4/5～40/9/12 吉沢清次郎 1917 2 1 1
40/9/12～41/10/28 寺崎太郎 1921 2 1 1 2

合 計 9 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0
勤務国・業務区分別歴任率 (％) 30.0 3.3 3.3 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0

勤務国別歴任率 (％) 33.3 3.3 3.3 3.3 10.0 0.0
勤務地域別歴任率① (％) 56.6
勤務地域別歴任率② (％) 80.0
大公使館勤務 (％) 73.3
領事館勤務 (％) 26.6

＊1 国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称

表 18：機能局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

条約局 通商局亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

亜米利加
局

勤務経験 歴任率％
条約局長 5 17.8 5 17.8 2 7.1 1 3.5 1 3.5 12 42.8 0 0.0
通商局長 7 13.7 3 5.8 0 0.0 3 5.8 1 1.9 4 7.8 28 54.9
情報部長 1 6.2 4 25.0 1 6.2 4 25.0 0 0.0 1 6.2 2 12.5
文化事業部長 1 11.1 2 22.2 3 33.3 2 22.2 0 0.0 0 0.0 1 11.1
調査部/局長 3 15.7 1 5.2 6 31.5 3 15.7 0 0.0 0 0.0 1 5.2

表 19：機能局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国 土国 蘭国

勤務経験 歴任率％
条約局長 1 1.2 28 34.5 7 8.6 5 6.1 2 2.4 2 2.4 0 0.0 6 4.9
通商局長 19 15.0 11 8.7 3 2.3 2 1.5 1 0.7 0 0.0 1 0.7 0 0.0
情報部長 10 26.3 0 0.0 0 0.0 2 5.2 0 0.0 2 5.2 0 0.0 0 0.0
文化事業部長 7 30.4 0 0.0 0 0.0 2 8.8 0 0.0 1 4.3 0 0.0 0 0.0
調査部/局長 14 20.8 1 1.4 1 1.4 4 5.9 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

＊1 国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称



戦前日本外務省の人事と組織

(名城 '17) 66－4－151

五
八

の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 その他

4 1
2
1 1 1

1 1
1 1

1
1 2 1
2 2 2
1 1 3

1 1 1 2 1
0 0 5 1 3 1 2 0 8 0 3 1 5 0 5 1 0 1 0 0
0.0 0.0 6.1 1.2 3.7 1.2 2.4 0.0 9.8 0.0 3.7 1.2 6.1 0.0 6.1 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0
0.0 7.4 4.9 2.4 9.8 4.9 6.1 7.4 1.2 0.0

4.9 6.1 8.6 0.0
6.1 8.6

の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

3
1 2
2 2

1 2

1 1
1 12 0 0 0 2
2.8 34.2 0.0 0.0 0.0 5.7
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表 20：条約局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 条約局長 合格年次

1919/7/2～20/9/25 松田道一 1901※2 3 1
20/9/25～25/8/10 山川端夫 1898※2
25/8/20～26/6/21 長岡春一 1900※2 1 1 1
26/8/27～27/8/13 佐分利貞男 1905 1 2
27/11/25～30/10/31 松永直吉 1908 1
30/10/31～33/5/26 松田道一 1901※2 3 1
33/5/26～37/5/4 栗山茂 1913
37/5/4～40/9/5 三谷隆信 1916※2 1
40/9/5～42/11/1 松本俊一 1919※3 1
42/11/1～44/8/23 安東義良 1921 1
44/11/18～45/6/20 柳井恒夫 1919 1 1
45/6/20～45/9/28 渋沢信一 1922
合 計 12 12 5 2 1

歴任率 (％) 34.2 14.2 5.7 2.8

※2 文官高等験合格者 ※3高等試験行政科合格者

表 21：条約局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 条約局長 合格年次

1919/7/2～20/9/25 松田道一 1901※2 2
20/9/25～25/8/10 山川端夫 1898※2
25/8/20～26/6/21 長岡春一 1900※2 3 1 1 1
26/8/27～27/8/13 佐分利貞男 1905 4
27/11/25～30/10/31 松永直吉 1908 1 1 1
30/10/31～33/5/26 松田道一 1901※2 2 2 1
33/5/26～37/5/4 栗山茂 1913 6 1
37/5/4～40/9/5 三谷隆信 1916※2 4
40/9/5～42/11/1 松本俊一 1919※3 2 1
42/11/1～44/8/23 安東義良 1921 1 1 1
44/11/18～45/6/20 柳井恒夫 1919 3 1 2
45/6/20～45/9/28 渋沢信一 1922 2

合 計 0 1 27 1 7 0 4 1 2 0 2 0
勤務国・業務区分別歴任率 (％) 0.0 1.2 33.3 1.2 8.6 0.0 4.9 1.2 2.4 0.0 2.4 0.0

勤務国別歴任率 (％) 1.2 34.5 8.6 6.1 2.4 2.4
勤務地域別歴任率① (％) 80.2
勤務地域別歴任率② (％) 85.1
大公使館勤務 (％) 91.3
領事館勤務 (％) 8.6

※2 文官高等験合格者 ※3高等試験行政科合格者
＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称
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の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1
2

1 1

1 1
1

2 1 1
2 1

2 3
1 1 2 1 1
1 2 1 1
1 2 1

1 1
1

1 4 28 2 0 3
1.9 7.8 54.9 3.9 0.0 5.8
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表 22：通商局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 通商局長 合格年次

1886/3/3～89/12/26 浅田徳則 1874※
90/2/25～91/7/24 河上謹一 1885※
91/8/16～92/8/13 安藤太郎 1871※
92/8/13～95/5/22 原敬 1882※
95/5/22～97/4/7 藤井三郎 1885※
97/4/7～97/11/5 高田早苗 政治任用
97/11/30～98/7/13 内田康哉 1887※1 1
98/7/13～98/11/12 重岡薫五郎 政治任用
98/12/9～99/6/1 林権助 1887※1
99/6/1～1904/11/26 杉村濬 1880※ 1
1904/11/26～08/9/9 石井菊次郎 1890※1 1
08/9/9～11/5/26 萩原守一 1895
08/9/9～16/10/13 坂田重次郎 1896 1
16/10/13～18/6/29 中村巍 1897
18/6/29～18/10/29 埴原正直 1898 1
19/1/8～21/10/12 田中都吉 1898
22/7/1～24/5/7 永井松三 1902 1
24/9/8～26/8/27 佐分利貞男 1905 1 2
26/8/27～27/7/27 斎藤良衛 1910 1
27/7/27～32/11/22 武富敏彦 1910
32/11/22～36/4/10 来栖三郎 1909
36/4/10～39/11/25 松島鹿夫 1913※2
39/11/25～40/9/2 山本熊一 1919※3
40/9/2～42/5/29 水野伊太郎 1919※3
42/5/29～42/10/29 新納克己 1921※3
42/11/1～45/6/20 渋沢信一 1922
45/6/20～46/1/26 井上孝治郎 1927 1 2
合 計 27 7 3 0 3

歴任率 (％) 13.7 5.8 0.0 5.8

※試補制度以前の出仕者・入省者
※1試補制度による入省者
※2文官高等試験合格者
※3高等試験行政科合格者
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の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 朝鮮 その他

1
1 1
1 1

1
3

1 2

1 2 1
3 3
1

1 2 1
1 2
2 1 1 1
4 1 1 1
1 3 1 2
1 3
2
1 3
2 1 2

1 3 2 1 1
2 1

1 2
2

1
1 1 1 2 1 1

1 1
1 0 0 0 1 0 7 0 1 0 16 17 7 0 3 11 4 1 6 10 0 5
0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 5.5 0.0 0.7 0.0 12.6 13.4 5.5 0.0 2.3 8.7 3.1 0.7 4.7 7.9 0.0 3.9
0.7 0.0 1.0 5.5 0.7 26.1 5.5 11.1 3.9 12.6 3.9

26.1 5.5 15.0 12.6 3.9
5.5 31.7
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表 23：通商局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 通商局長 合格年次

1886/3/3～89/12/26 浅田徳則 1874※
90/2/25～91/7/24 河上謹一 1885※
91/8/16～92/8/13 安藤太郎 1871※
92/8/13～95/5/22 原敬 1882※ 1
95/5/22～97/4/7 藤井三郎 1885※
97/4/7～97/11/5 高田早苗 政治任用
97/11/30～98/7/13 内田康哉 1887※1 2
98/7/13～98/11/12 重岡薫五郎 政治任用
98/12/9～99/6/1 林権助 1887※1 1 1
99/6/1～1904/11/26 杉村濬 1880※ 1
1904/11/26～08/9/9 石井菊次郎 1890※1 1
08/9/9～11/5/26 萩原守一 1895 1 1
08/9/9～16/10/13 坂田重次郎 1896 2 1
16/10/13～18/6/29 中村巍 1897 2
18/6/29～18/10/29 埴原正直 1898
19/1/8～21/10/12 田中都吉 1898
22/7/1～24/5/7 永井松三 1902 1
24/9/8～26/8/27 佐分利貞男 1905 4
26/8/27～27/7/27 斎藤良衛 1910 1
27/7/27～32/11/22 武富敏彦 1910 1
32/11/22～36/4/10 来栖三郎 1909 1 1
36/4/10～39/11/25 松島鹿夫 1913※2 1
39/11/25～40/9/2 山本熊一 1919※3 1
40/9/2～42/5/29 水野伊太郎 1919※3 1 2
42/5/29～42/10/29 新納克己 1921※3 2 1
42/11/1～45/6/20 渋沢信一 1922 2
45/6/20～46/1/26 井上孝治郎 1927 2 1

合 計 12 7 11 0 3 0 1 1 1 0 0 0
勤務国・業務区分別歴任率 (％) 9.5 5.5 8.7 0.0 2.3 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0

勤務国別歴任率 (％) 15.0 8.7 2.3 1.5 0.7 0.0
勤務地域別歴任率① (％) 36.5
勤務地域別歴任率② (％) 62.6
大公使館勤務 (％) 58.7
領事館勤務 (％) 41.2

※試補制度以前の出仕者・入省者
※1試補制度による入省者
※2文官高等試験合格者
※3高等試験行政科合格者
＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称
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の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1 1 1
1

1
1

0 0 1 0 0 5
0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 26.3

の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 その他

1 1 1 1
2 2 1 3

1 1 1
1 1 1

2 2 1
3 4 1

2 1 2 1
2 2 3 2

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 2 0 0 8 12 4 4 2 6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 7.4 2.9 0.0 0.0 11.9 17.9 5.9 5.9 2.9 8.9
0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 10.4 0.0 29.8 11.9 11.9

10.4 0.0 41.7 11.9
0.0 53.7
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表 24：調査部／局長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 調査部／局長 合格年次

1934/3/31～34/7/13 堀内謙介 1911 1 1
34/7/13～37/1/9 栗原正 1915 1 1
37/11/1～39/6/6 米沢菊二 1918※3 1
39/6/6～40/9/5 松宮順 1916 1
40/9/5～41/11/8 高瀬真一 1921
41/11/8～42/11/1 田尻愛義 1921 2 2
42/11/1～45/4/1 山田芳太郎 1922 1 1
45/4/1～45/8/26 岡崎勝男 1922 1
合 計 8 3 1 6 3

歴任率 (％) 15.7 5.2 31.5 15.7

※3 高等試験行政科合格者

表 25：調査部／局長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 調査部/局長合格年次

1934/3/31～34/7/13 堀内謙介 1911 3 1
34/7/13～37/1/9 栗原正 1915 1 1
37/11/1～39/6/6 米沢菊二 1918※ 2 1
39/6/6～40/9/5 松宮順 1916 2 3 1
40/9/5～41/11/8 高瀬真一 1921 1 1
41/11/8～42/11/1 田尻愛義 1921 1
42/11/1～45/4/1 山田芳太郎 1922 2
45/4/1～45/8/26 岡崎勝男 1922 1

合 計 11 3 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0
勤務国・業務区分別歴任率 (％) 16.4 4.4 0.0 1.4 1.4 0.0 4.4 1.4 0.0

勤務国別歴任率 (％) 20.8 1.4 1.4 5.9 1.4 0.0
勤務地域別歴任率① (％) 35.8
勤務地域別歴任率② (％) 46.2
大公使館勤務 (％) 55.2
領事館勤務 (％) 44.7

※3 高等試験行政科合格者
＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称
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の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1 1

1 1

2 1
1

0 1 2 3 0 0
0.0 6.2 12.5 18.7 0.0 0.0

の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 その他

1 4 2
1 3 2 1

1 1
2 1 1

2 3
2 1 1

2 1 2
2 2
1 3 2

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 3 0 0 4 5 0 2 0 1
0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 7.8 0.0 0.0 10.5 13.1 0.0 5.2 0.0 2.6
0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 26.3 0.0 23.6 5.2 2.6

26.3 0.0 28.9 2.6
0.0 31.5
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表 26：情報部長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 情報部長 合格年次

1921/8/13～22/9/8 伊集院彦吉 1890※1
22/12/23～23/9/26 田中都吉 1898
23/9/26～24/12/18 松平恒雄 1902
24/12/18～27/6/23 出淵勝次 1902 1
27/6/23～29/1/17 小村欣一 1907 1 2 1 1
29/1/17～30/10/31 斎藤博 1910
30/10/31～33/6/2 白鳥敏夫 1913 1 1 1
33/6/2～37/4/28 天羽英二 1912 1
37/4/28～39/10/18 河相達夫 1918
39/10/18～40/12/6 須磨弥吉郎 1919 1
合 計 6 1 4 1 4

歴任率 (％) 6.2 25.0 6.2 25.0

※1 試補制度による入省者
網掛けは兼任のため集計から除外している｡

表 27：情報部長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 情報部長 合格年次

1921/8/13～22/9/8 伊集院彦吉 1890※1 2 1
22/12/23～23/9/26 田中都吉 1898
23/9/26～24/12/18 松平恒雄 1902 3 1
24/12/18～27/6/23 出淵勝次 1902 3
27/6/23～29/1/17 小村欣一 1907 2
29/1/17～30/10/31 斎藤博 1910 2
30/10/31～33/6/2 白鳥敏夫 1913 1
33/6/2～37/4/28 天羽英二 1912 2 1 2
37/4/28～39/10/18 河相達夫 1918 1
39/10/18～40/12/6 須磨弥吉郎 1919 2 1

合 計 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
勤務国・業務区分別歴任率 (％) 22.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0

勤務国別歴任率 (％) 26.3 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2
勤務地域別歴任率① (％) 42.1
勤務地域別歴任率② (％) 68.4
大公使館勤務 (％) 65.7
領事館勤務 (％) 34.2

※1 試補制度による入省者
＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称
網掛けは兼任のため集計から除外している｡
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の本省勤務経験

条約局 通商局 情報部
文化事業
部

調査部/
局

亜米利加
局

1

1 2
2 2

0 0 1 0 0 0
0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0

の在外勤務経験

米州 アジア

土国 蘭国 瑞西 その他 連盟/
会議＊1 米国 中南米 中国 満洲 その他

1
1

2 1 1 1 3
1 2

1
1 2 1

0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 5 0 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 4.3 0.0 0.0 8.6 4.3 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 21.7 0.0 4.3
0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 13.0 0.0 4.3 21.7 4.3

13.0 0.0 26.0 4.3
0.0 30.4
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表 28：文化事業部長就任者

本省部局 大臣官房 政務局
地域局

亜細亜/
東亜局

欧米/
欧亜局

課長以上 課長未満
在職期間 文化事業部長 合格年次

1927/6/23～29/2/14 岡部長景 1909 2 1
29/2/14～34/7/10 坪上貞二 1912 1 2
34/7/13～38/3/26 岡田兼一 1916
38/3/26～38/12/17 蜂谷輝雄 1919 2
38/12/17～40/9/5 三谷隆信 1916※2
40/9/5～40/12/6 松本俊一 1919※3
合 計 4 1 2 3 2

歴任率 (％) 11.1 22.2 33.3 22.2

※2 文官高等試験合格者
※3高等試験行政科合格者
網掛けは兼任のため集計から除外している｡

表 29：文化事業部長就任者

勤務地域 欧州

勤務国 英国 仏国 白国 独国 伊国 露国

大公使館 領事館
在職期間 文化事業部長合格年次

1927/6/23～29/2/14 岡部長景 1909 2
29/2/14～34/7/10 坪上貞二 1912 2 1
34/7/13～38/3/26 岡田兼一 1916 1
38/3/26～38/12/17 蜂谷輝雄 1919 1 1 2
38/12/17～40/9/5 三谷隆信 1916※2 4
40/9/5～40/12/6 松本俊一 1919※3 2 1

合 計 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
勤務国・業務区分別歴任率 (％) 26.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 4.3

勤務国別歴任率 (％) 30.4 10.5 0.0 8.6 0.0 4.3
勤務地域別歴任率① (％) 56.5
勤務地域別歴任率② (％) 69.5
大公使館勤務 (％) 43.4
領事館勤務 (％) 56.5

※2 文官高等試験合格者
※3高等試験行政科合格者
＊1国際連盟帝国事務局､ 1933 年 10 月に国際会議帝国事務局に改称
網掛けは兼任のため集計から除外している｡


